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            午前１０時００分 開議 

○議長（松村幸治君） 現在の出席議員は１９名で定足数に達しており、議会は成立しま

した。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしてあります日程表のとおりです。 

 これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（松村幸治君） 日程第１、市政に対する一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、通告の順序に従い発言を許可いたします。 

 まず初めに、志政クラブ武澤豪君の代表質問を許可いたします。 

 志政クラブ武澤豪君。 

 

○１番（武澤 豪君） マスクを外して質問させていただきます。 

 おはようございます。 

 議員番号１番志政クラブ武澤豪、志政クラブを代表しまして質問を始めさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 今回の質問は大きく３点です。 

 まず１点目、コロナウイルスワクチンの接種について。 

 一昨年の年末に発生し、昨年から日本にも大きな爪跡を残し続けているコロナウイル

ス。日本でも緊急事態宣言を発令し、医療関係、飲食業、観光業、教育現場、雇用関係な

ど、様々な悪影響を及ぼしております。同時に、コロナ差別というあしき文言まで生ま

れ、間違ったうわさをさらに間違ったうわさで広げ、関係のない人まで影響を与え続けて

おります。これは阿波市においても例外ではありません。そして、ニュースや新聞などで

徳島県の感染者数が読み上げられ、明日は我が身と思われている方も多いのではないでし

ょうか。 

 しかし、緊急事態宣言発令後の昨今、報道では皆が一丸となった対策や行動が結果にあ

らわれ、日に日に感染者も減少しているようです。同時に、２月１７日にはコロナウイル

スワクチンの接種が医療関係者から開始され、いよいよコロナウイルスとの闘いも大きな

変革期を迎えようとしていると私は考えます。 
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 コロナワクチンに関して少し説明をすると、アメリカのファイザー社のワクチンが最優

先で国内承認がされており、医療関係者に接種が開始されました。ほかにも、イギリスの

アストラゼネカのワクチン、アメリカのモデルナのワクチンなどが主立ったワクチンとな

り、国内の企業も研究開発を進めているようです。報道では、世界で最も速いペースでワ

クチン接種が進んでいると言われるイスラエルでは、人口の４割を超える方が１回目の接

種をされ、このうちの７割の方が２回目の接種を完了しているとの報道もあります。ワク

チンを２回接種して２週間経過した場合、コロナウイルスに感染した後死亡した人の数

は、接種しなかった場合に比べて９８．９％減少したと一部の報道ではされています。 

 では、初めの質問として、阿波市のコロナウイルスのワクチン接種についてスケジュー

ルと対象年齢などを教えてください。国のほうでもきちんとした指針が示されてないこと

もありますが、分かる範囲でお願いいたします。 

○議長（松村幸治君） 妹尾健康福祉部長。 

○健康福祉部長（妹尾浩子さん） おはようございます。 

 志政クラブ武澤議員の代表質問１問目、新型コロナウイルスのワクチンの接種について

の１点目、コロナウイルスのワクチンの接種についてのスケジュール対象年齢等について

ご答弁を申し上げます。 

 本市では、ワクチン接種に向けて必要となる体制整備を図るため、去る２月１日付で春

木副市長を本部長とし、各部の次長等を本部員とした新型コロナウイルスワクチン対策本

部を設置いたしました。また、同日付で健康推進課内に新型コロナウイルスワクチン対策

班を設置し、対策本部と連携を調整しながら円滑な接種に向け準備を進めているところで

ございます。 

 全国においては２月中旬から医療従事者向けに先行接種が開始されており、徳島県にお

いても３月初旬から医療従事者に対する接種が開始される予定となっております。 

 本市の接種スケジュールにつきましては、現在のところシステム改修を行い、対象者の

抽出、接種券の印刷、医療機関との調整、コールセンターの設置など、準備を行っている

ところでございます。 

 この接種券の発送につきましては、国から示された接種の優先順位により、７５歳以上

の方、続いて６５歳以上から７５歳未満の高齢者の方に３月下旬から順次発送の予定をし

ております。その後、接種の予約をしていただき、４月中旬以降に接種の開始を予定して

おります。それ以外の基礎疾患を有する方、６４歳以下の方につきましては、４月以降に
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接種券を順次発送する予定としております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 武澤豪君。 

○１番（武澤 豪君） 答弁いただきました。 

 答弁の中にもありました春木副市長を本部長、各部の次長などを本部員とした新型コロ

ナウイルスワクチン対策本部と同じく設置された新型コロナウイルスワクチン対策班を設

置し、準備を進めてくれているようです。 

 スケジュールに関しては、７５歳以上の方、続いて６５歳以上７５歳未満の方に対し３

月下旬から順次発送後に各自でワクチン接種予約を行ってもらい、４月中旬以降にワクチ

ン接種開始予定、そしてそれ以外の基礎疾患を有する方、６４歳以下の方はそれ以降にワ

クチン接種券を発送される予定とのことでした。 

 では、再問として、ワクチン接種における接種会場はどこを予定しているのか教えてく

ださい。 

○議長（松村幸治君） 妹尾健康福祉部長。 

○健康福祉部長（妹尾浩子さん） 志政クラブ武澤議員の代表質問１問目、新型コロナウ

イルスのワクチンの接種についての再問、ワクチン接種における接種会場はどこを予定し

ているのかについてご答弁を申し上げます。 

 接種会場につきましては、現在阿波市医師会と調整を行っているため決まっておりませ

んが、接種に当たっては、日頃から地域に密着し地域の人々の健康を支えているかかりつ

け医の下、市民の皆様が安心してワクチン接種をしていただきたいと考えております。 

 このことから、本市といたしましては、地域の医療機関での接種の調整を図り、おおむ

ね医療機関での接種可能人数等を把握した上で、全体的な接種会場を決めてまいりたいと

考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 武澤豪君。 

○１番（武澤 豪君） 答弁いただきました。 

 答弁では、阿波市、阿波医師会と調整を行っているようですが、詳しい接種会場や医療

機関はまだ決まっていないようです。この段階で接種会場が決まっていないのは不安では

ありますが、一刻も早い決定をお願いいたします。 

 では、最後になりますが、再々問として、ワクチン接種をスムーズに行うためにどのよ
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うな準備を行っているのかお教えください。よろしくお願いします。 

○議長（松村幸治君） 妹尾健康福祉部長。 

○健康福祉部長（妹尾浩子さん） 志政クラブ武澤議員の代表質問１問目、新型コロナウ

イルスのワクチン接種についての再々問、ワクチン接種をスムーズに行うためにどのよう

な準備を行っているのかについてご答弁を申し上げます。 

 本市でのワクチン接種をスムーズに実施していくために、２月下旬をめどにワクチン接

種実施計画を策定する予定としております。このワクチン接種実施計画においては、市民

の皆様に安心して接種をしていただくため、できる限り効率よく接種できる体制を構築し

てまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 武澤豪君。 

○１番（武澤 豪君） 答弁いただきました。 

 ワクチン接種実施計画を策定する予定とのことでした。内容は今後決定されると思いま

すが、市民の皆様がスムーズに安心して接種できるよう今後もよろしくお願いします。 

 マスコミ等の報道では、ワクチン接種の状況は日々変化しております。日々の変化に順

応するのはなかなか難しいとは思いますが、市民の皆様の命を守る、生活を守るために

も、市役所一丸となった迅速な対応を切に願います。 

 以上で１問目の質問を終わります。 

 次に、２問目に移ります。 

 阿波市に新しくできるスマートインターチェンジについて。 

 私が議員になり今回で５回目のスマートインターチェンジの質問になります。令和元年

に阿波市にスマートインターチェンジが設置されることが決まりました。早いもので決定

から１年半の月日が来ようとしています。今回のスマートインターチェンジはハーフイン

ターですが、阿波市にとっての重要性も幾度となく提言させていただきました。再度申し

上げますと、１点目に全国に誇る農業立市である阿波市の農産物や加工品の輸送のメリッ

ト、２点目に観光の東部ＤＭＯと２０２５年大阪・関西万博に伴う徳島県そして阿波市の

観光産業の活性化、３点目に災害時の一時避難や利用道路として、４点目に隣接する吉野

川市からスマートインターチェンジの利用者による活性化などが挙げられます。 

 では、質問として、スマートインターチェンジの現在までの状況はどのように進んでき

たのか、答弁をお願いします。 
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○議長（松村幸治君） 川野建設部長。 

○建設部長（川野一郎君） 志政クラブ武澤議員の代表質問の２問目、スマートインター

チェンジについて現在までの状況はどのように進んできたのかとのご質問に答弁させてい

ただきます。 

 （仮称）阿波スマートインターチェンジにつきましては、令和元年９月に国土交通省よ

り新規事業化の箇所選定を受け、１１月にはスマートインターチェンジ早期整備に向け事

業の円滑な進捗を図るため、本市と徳島県及び西日本高速道路株式会社四国支社の３者に

よる相互協定書を締結し事業を進めております。 

 現在までの状況ですが、令和元年１２月に本市と西日本高速道路株式会社四国支社とで

締結した建設事業者に関する基本協定に基づき、同月（仮称）阿波スマートインターチェ

ンジの事業説明会を開催し、地元の皆様のご理解をいただき、令和２年４月、測量立入り

説明会を開催しまして業務を進め、１２月には測量業務の一部を終了しております。 

 また、令和２年７月には、本市が実施する市道山麓東西１号線道路詳細設計業務及び

（仮称）阿波スマートインターチェンジ地質調査業務の受注者が決定したことから、８月

に業務内容等についての地元説明会を開催し、業務着手のご了解をいただき、その後西日

本高速道路株式会社四国支社において（仮称）阿波スマートインターチェンジ道路詳細設

計の受注者が決定したのを受け、本市と連携して関係者のご協力をいただきながら業務を

進めており、昨年の１２月には、完成した設計協議用図面に基づき、地元の皆様に向けた

第１回設計協議を実施したところでございます。現在、設計協議において地元の皆様から

頂戴した様々なご意見、ご要望を参考にしながら計画的に事業を進めております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 武澤豪君。 

○１番（武澤 豪君） 答弁いただきました。 

 徳島県及び西日本高速道路株式会社四国支社と阿波市による相互協定書の締結、地元の

方々への事業説明会など、また西日本高速道路株式会社も協議用図面の作成など、滞るこ

となく進展しているようで安心しました。 

 では、再問として、スマートインターチェンジ開通に向けての今後のスケジュールはど

うなっているのかをお尋ねします。 

○議長（松村幸治君） 川野建設部長。 

○建設部長（川野一郎君） 志政クラブ武澤議員の代表質問、スマートインターチェンジ
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についての再問、今後のスケジュールはどうなっているかとのご質問に答弁させていただ

きます。 

 本市では、（仮称）阿波スマートインターチェンジについての第１回設計協議において

いただいた地元の皆様の意見を集約しまして、本年２月末までに第２回設計協議を開催

し、地域の皆様と設計内容についての合意形成を図りたいと考えております。令和３年度

は、工事を施工するためのベースとなる実施設計を進めながら、本定例会において当初予

算でお願いしております事業費３，３００万円についてのご審議をいただき、承認いただ

いた後に、事業に必要な土地の範囲を明らかにするため、現地において用地幅ぐいを打設

し、地権者及び関係者の皆様に立会をいただくなど、用地に係る業務を進めることとして

おります。 

 今後も、早期の供用開始に向け、西日本高速道路株式会社四国支社と緊密な連携を図

り、地元説明会を随時開催し、まずは地域の皆様にご理解、ご協力をいただけるよう鋭意

取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 武澤豪君。 

○１番（武澤 豪君） 答弁いただきました。 

 スマートインターチェンジ設置、開通に向けた状況が日々進んでいることに非常に胸が

躍ります。 

 さきにも述べたように、スマートインターチェンジの設置で得られるであろう効果は計

り知れないものがあります。設置前、設置後で明らかによい阿波市になったと市民の皆様

に喜んでいただけるものになるように今後も尽力していただきますようお願いして、この

質問を終わります。 

 次に、３点目に移ります。 

 ３点目は、令和３年度の予算についてです。 

 令和２年度当初予算額が１９２億４，５００万円、令和３年度当初予算額は１８８億

２，４００万円と、額にして約４億円の減額となっております。減額の理由としては様々

な要因が挙げられます。国からの交付金では、市町村合併に伴う交付税措置の経過もあ

り、また市税では今回のコロナウイルスに対しての売上減少や収入減に伴う税収の減額で

はないかと考えます。 

 ふるさと納税に関しても、スマートインターチェンジ同様に幾度となく質問を行ってき
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ました。なぜなら、今後の日本は超高齢化社会を目前に控え、少子化など税収の減額要因

は時間がたつにつれ加速していくものと考えます。そういった観点から、ますますふるさ

と納税の重要性は増すものだと考えております。それらを踏まえ、国からの地方交付税な

どの減少に対して、ふるさと納税に力を入れて市の運営に充当してはどうかというもので

す。 

 では最初に、今までのふるさと納税の推移状況を答弁お願いします。 

○議長（松村幸治君） 野﨑企画総務部長。 

○企画総務部長（野﨑圭二君） 志政クラブ武澤議員の代表質問３問目、令和３年度予算

について、今回提出の交付税減少に対してふるさと納税に力を入れて充当してはどうか、

ふるさと納税の推移状況についてのご質問に答弁をさせていただきます。 

 これまでのふるさと納税の状況につきましては、平成２７年度から令和元年度までを計

画期間とする第１次阿波市総合戦略の初年度、平成２７年度では件数２０４件、金額は２

９７万２，０００円という状況でした。この状況に対し、第１次阿波市総合戦略の施策や

阿波市まち・ひと・しごと創生本部有識者会議でのご意見を踏まえ、特産認証品を返礼品

としたことや観光資源など、阿波市の魅力の情報発信強化を図ったところ、令和元年度に

は５，１６７件、６，８１８万１，５００円と、件数は平成２７年度の約２５倍、金額で

は約２３倍となりました。 

 本年度は、吉野川高等学校の生徒たちが丹精込めて育てたシャインマスカットを新たに

返礼品としたことや、ふるさと納税サイトが主催するオンラインＰＲイベントに参加する

取組を行い、本年度１月末現在で約４，７００件、約６，７００万円の寄附を頂いており

ます。ふるさと納税で頂いた寄附金は、寄附者の意向を尊重し、やさしく健やかな阿波、

安全・安心・快適な阿波など、６つの分野から本市の発展や魅力向上につながる事業に充

当しております。 

 令和３年度当初予算におきましては、子育て支援アプリ、母子モの運用経費や企業誘致

のためのがんばる企業応援事業補助金などに約２，０００万円を計上し充当することとし

ております。 

 ふるさと納税は重要な自主財源の一つでありますので、今後におきましても返礼品の充

実や情報発信、セールス面でも積極的な取組を推進してまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 武澤豪君。 
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○１番（武澤 豪君） 答弁いただきました。 

 件数と金額では、平成２７年度は２０４件、約２９７万円に対し、令和元年度では５，

１６７件、約６，８１８万円、本年度では１月末までで約４，７００件、約６，７００万

円というすばらしい成果があらわれているようです。 

 また、地元の生産者だけでなく、吉野川高校の生徒が育てたシャインマスカットなど新

しい返礼品も増え、母子手帳を携帯のアプリにした母子モや企業誘致に対する補助金など

の６つの分野、また藤井市長が掲げる３本の矢でもある安心・安全のまちづくり、活力あ

ふれるまちづくり、子育て応援のまちづくりに充てられ、阿波市らしい寄附金の使い方を

されているようです。 

 関係者の努力により非常にいい結果を出していることは分かりましたが、ここで再問と

して、さらにより多くの方に阿波市のふるさと納税に関心を持っていただき、そこから利

用していただくに当たり、令和３年度のふるさと納税はどのような取組を進めるかについ

ての答弁をお願いします。 

○議長（松村幸治君） 野﨑企画総務部長。 

○企画総務部長（野﨑圭二君） 志政クラブ武澤議員の代表質問３問目、令和３年度の予

算についての再問、令和３年度のふるさと納税はどのような取組を進めるのかについて答

弁させていただきます。 

 令和３年度は、産業経済部と連携した新たな特産品の認証や吉野川高等学校とのコラ

ボ、ふるさと納税サイトを活用したオンラインＰＲなど、引き続き返礼品の充実や情報発

信、セールス面に積極的に取り組みますとともに、本格的に企業版ふるさと納税の取組を

開始します。これは、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が

寄附を行うもので、今年度本市の地方創生プロジェクトとなる地域再生計画を策定し、国

の認定を受けたところです。 

 令和３年度は、本市の地域再生計画をオンラインも活用しながら全国の企業に向けて発

信し、企業版ふるさと納税につなげることで新たな自主財源を確保し、地方創生に取り組

んでまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 武澤豪君。 

○１番（武澤 豪君） 答弁いただきました。 

 令和３年度は、昨年度より活動をなお積極的に取り組むほかに、企業版ふるさと納税を
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行うとのことでした。企業ふるさと納税では、納税していただいた企業様に対し税の控除

がされ、また税の軽減効果があり、納税を受けた自治体は返礼品の見返りはなく、あくま

でも社会貢献活動としての取組となり、お互いがウィン・ウィンの関係になるいい制度で

はないかと考えます。今後も、ふるさと納税の取組に注力いただき、阿波市の運営を支え

る柱としてさらに大きく育つことを期待しながら、今回の質問を終わります。 

○議長（松村幸治君） これで志政クラブ武澤豪君の代表質問が終了いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

            （１３番 森本節弘君 退室 午前１０時３１分） 

            午前１０時３１分 休憩 

            午前１０時４４分 再開 

○議長（松村幸治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、阿波みらい川人敏男君の代表質問を許可いたします。 

 阿波みらい川人敏男君。 

 

○９番（川人敏男君） 川人敏男、阿波みらいを代表して質問させていただきます。 

 早速質問に入ります。 

 ご承知のように、昨年は新型コロナウイルスに明け、新型コロナウイルスに暮れた一年

でした。年が明けてもさらに猛威を振るい、去る１月には感染拡大の爆発、医療崩壊への

危機から、東京、大阪など１１都府県に緊急事態宣言が発令されました。私個人としても

巣籠もりを余儀なくされました。社会の変化を肌で感じ、やりきれない日々を過ごしてお

ります。新型コロナがオンライン授業の導入、テレワークの実施等、社会の変革をもたら

しています。一方、私たちは成熟した民主主義、成熟した資本主義にどっぷりとつかって

いました。それが新型コロナ禍をきっかけに、時代の潮流はどのように流れようとしてい

るのか、価値観は変化しているのか、私なりに検証してみました。 

 １つ目は、少数の富める者と多数の貧しき者との貧富の格差が一段と開いたように思え

てなりません。新型コロナ禍で賃金格差は広がり、また富める者は株や債権、不動産に投

資してますます財を蓄えております。貧しい者は時代の波に翻弄され、なすすべもなく年

老いています。 

 ２つ目は、いつの時代においても、社会は優秀な人材を求めます。そのため、学識の格

差は存在します。努力に努力を重ね一流企業へ就職した者、医者や弁護士等になり安定し
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てゆとりのある生活を送っている者、これらの方は少数ですが、人生の勝ち組と言えま

す。その一方で、乏しい年金や預貯金を生活の糧にして、その日暮らしの生活をしている

多くの貧しい人がいます。 

 ３つ目は、情報の価値が一段と高まっています。情報化時代におけるデジタル化への取

組が格差を広げる社会となります。 

 余談になりますが、スティーヴン・スピルバーグが製作総指揮した「バック・トゥ・

ザ・フューチャー」という映画が話題になりましたが、情報の価値を考えさせる名画でし

た。 

 いずれにしても、事業環境の変化に対応するためにＩＴ、情報技術システムやデータを

活用してサービスやビジネスモデルを変革する時代に直面しています。国では、９月から

デジタル庁を発足して、デジタルトランスフォーメーションに本格的に取り組む決意のよ

うです。 

 ４つ目は、行き過ぎた資本主義を是正するため、脱炭素社会へハンドルを切り、環境保

全を目指しています。具体的には、車や電力のエネルギー分野は画期的な変革が進められ

ています。 

 ５つ目は、日本をはじめ世界各国の政府は、コロナ禍のためになりふり構わず莫大な借

金をしています。これを返済するために、子どもや孫の世代まで艱難辛苦を強いられるこ

とになります。本市でも地方交付税が相当減額されることを覚悟しなければならないでし

ょう。 

 こうした検証結果を基に問題意識を持ち、ウイズコロナ、アフターコロナの時代を見詰

め、新型コロナが本市の行政運営にどのような影響を与え、今後どのような方向へ進むの

だろうかとの視点に立ち質問させていただきます。 

 第１問は、新型コロナウイルスに対する緊急対策についてです。 

 １点目は、市内の現在の患者数及び療養の状況について報告を求めます。 

 次に、どのような緊急対策を講じられましたか、伺います。 

 ２点目は、新年度予算にコロナ禍の対策予算はどういった施策を計上していますか、答

弁を求めます。 

○議長（松村幸治君） 野﨑企画総務部長。 

○企画総務部長（野﨑圭二君） 阿波みらい川人議員の代表質問の１問目、新型コロナウ

イルスに対する緊急対策について、２点の質問を順次答弁させていただきます。 
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 初めに、１点目、市内の患者数、療養の状況及びどのような緊急施策を講じたのかにつ

いての答弁をさせていただきます。 

 市内の患者数、療養の状況ですが、阿波市では現在までに１１例の新型コロナウイルス

感染症患者が確認されております。感染が確認されますと、新型コロナウイルス感染症患

者は入院または県が指定した宿泊療養施設におきまして退院解除基準が満たされるまで療

養することとなっています。 

 療養状況につきましては、公表されていないため、本市では把握しておりません。 

 次に、緊急施策ですが、一般会計における新型コロナウイルス関連予算は、今定例会に

提案しております補正予算（第１０号）までの累計で約４７億９，０００万円となってお

ります。主な事業といたしましては、５月に緊急事態宣言下における家計支援のため、市

民の皆様へ１人につき１０万円を支給する特別定額給付金給付事業、児童手当を受給して

いるご家庭に児童１人につき１万円を支給する子育て世帯臨時特別給付金支給事業を実施

しました。６月には、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億９，０２５

万円の交付が決定され、子育て世帯の生活を支援するため、１８歳以下のお子様に対して

１人につき１万円を支給するあわっ子応援特別給付金事業、障害者施設や高齢者施設にお

ける衛生管理体制確保支援事業、経営状況の厳しい農業者を支援する新型コロナ対策農業

者応援給付金事業、中小企業者及び小規模事業者の事業継続を支援する新型コロナ対応が

んばる企業応援給付金事業などに取り組んでまいりました。その後、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金５億５，１９４万円の追加配分が行われ、飲食店や小売店

で利用できる６，０００円分のがんばる事業者応援する券の発行や小・中学校、社会教育

施設の手洗い場での感染を防止する自動水栓改修事業、宿泊、運輸事業者を支援する事業

継続応援給付金事業、避難所で使用するパーティションや大型テントなどを購入する指定

避難所感染症対策事業などの事業を実施しております。 

 次に、２点目の新年度予算にどういった施策を計上しているのかのご質問に答弁させて

いただきます。 

 令和３年度当初予算における新型コロナウイルス対策予算につきましては、新型コロナ

ワクチン接種対策事業、ＷＩＴＨコロナ事前避難促進事業などを計上しております。新型

コロナワクチン接種対策事業につきましては、事業費３億２，１００万円で、ワクチン接

種に必要な経費を計上しております。ＷＩＴＨコロナ事前避難促進事業につきましては、

事業費８０万円で、土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域にお住まいで高齢者や障害者な
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どが災害時にホテルなどを利用した事前避難を行った際に、宿泊費の一部を助成し、要配

慮者の安全確保を図り、３密を回避する事業です。 

 それ以外に、新型コロナウイルス感染症が拡大した場合の初動対応経費として２５０万

円を災害対策費に計上し、通常の災害対策費と合わせて約４００万円の予算を確保してお

ります。 

 さらに、感染規模拡大の際には、予備費の充用、補正予算の編成を検討し、時宜を逸す

ることのないよう迅速な対応に努めます。 

 また、令和２年度国の３次補正予算により、新たに新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金が市町村に交付されることとなり、現在その具体的な内容を検討している

ところです。内容がまとまり次第、今定例会にご提案させていただきますので、ご理解、

ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○９番（川人敏男君） ご丁寧なご答弁をありがとうございました。 

 一部再問します。 

 本市における新型コロナの患者数の総数、これは公表されますが、情報のフォローがあ

りません。そもそも患者の発生を公表するのはどういう目的で公表するんですか。その原

点を考えれば、入院中とか回復者数を公表するのは当たり前です。個人を特定するような

ことは何もないです。県から派遣されている春木副市長の見解を求めます。 

○議長（松村幸治君） 春木副市長。 

○副市長（春木尚登君） 阿波みらい川人議員の代表質問１問目、新型コロナウイルスに

対する緊急対策についての再問、退院情報を公表しないのはなぜかにつきましてご答弁を

させていただきます。 

 徳島県によりますと、新型コロナウイルス感染症の有症状患者の退院基準につきまして

は、最新の知見を踏まえながらその都度見直しをされてきております。 

 最新の退院基準についてご説明をさせていただきますと、有症状患者につきましては、

発症日から１０日間経過し、かつ症状軽快後７２時間経過した場合に退院可能とする。加

えて、症状軽快後２４時間経過した後、２４時間以上の間隔を空けて２回のＰＣＲ検査で

陰性を確認できれば退院可能とするとなっております。無症状患者につきましては、検体

採取日から１０日間経過した場合に退院可能とする。そして、検体採取日から６日間経過
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後、２４時間以上の間隔を空けて２回のＰＣＲ検査で陰性を確認できた場合も退院可能と

するとなっております。 

 このように、今までの症例集積や研究、ＷＨＯ世界保健機関等の退院基準などを参考

に、徳島県は感染症対策専門家会議を開催し、その結果を踏まえ、今までに独自に設定し

た退院基準を緩和し、１０月１日から新基準を運用しております。 

 この新しい退院基準の運用によりまして、回復患者の退院や転院が早期化かつ明確化さ

れ、退院の目安が分かりやすくなったということで、退院情報の公表はしていないという

ことを伺っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○９番（川人敏男君） 阿波市は県の出先機関ではないのです。県に対して情報のフォロ

ーをするとか、フォローをするように申し入れるとか、そのまま受け入れたとか、その考

えはいかがかなと思います。そういうことを用意して、阿波市として十分お考えになって

今後とも対応をお願いしたらと思います。 

 第２問は、新型コロナウイルスにより、長期休校など大きな影響を受けた教育行政につ

いて伺います。 

 １点目は、新型コロナ禍によりどのような影響を受けましたか、具体的に総括していた

だきたい。 

 ２点目は、本市においては、２０２１年は学校教育デジタル化が動き出す教育のＩＣＴ

情報通信技術元年となります。今年度中に全ての小・中学生の学習用のパソコンやタブレ

ット端末の配備を終えます。新年度から子ども一人一人に合わせたきめ細かい指導やプロ

グラミング教育の充実を進めると伺っています。ソフト面では、授業支援アプリＭｅｔａ

ＭｏＪｉを利用されると伺っています。ご承知のように、授業支援ソフトは数多く市販さ

れています。例えば低学力の子どもに適用するオンライン教材や英語サービスが主力の教

材など、ＭｅｔａＭｏＪｉ一本に絞るのではなく、子ども個人個人の特性を伸ばすために

多様なソフトを導入していただきたいと思います。 

 ３点目は、オンライン授業の課題として、多くの自治体では教員のスキル――技能です

――つまり教員の指導力向上が問われています。どのような取組をされますか、ご答弁願

います。 

○議長（松村幸治君） 髙田教育長。 
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○教育長（髙田 稔君） 阿波みらい川人議員の代表質問の２問目、新型コロナウイルス

により影響を受けた教育行政の１点目、どのような影響を受けたのか、２点目、ソフト面

の充実を図られたい、３点目、教員の指導力向上にどのように取り組むのかのご質問に順

次ご答弁させていただきます。 

 初めに、１点目のどのような影響を受けたかについてですが、新型コロナウイルス感染

症対策のため、令和２年３月から５月にかけての長期の臨時休業により、学習の遅れやそ

れに伴う受験等への不安、また児童・生徒の体力低下や家庭での生活習慣の乱れ等の心配

がございました。そのため、本市の小・中学校では、夏休みを大幅に短縮し、学習時間や

体力づくりの時間を確保し、授業の遅れを取り戻したところでございます。子どもたちが

楽しみにしている学校行事については、今までのように大声で会話したり友達と接近して

運動したりすることはできませんが、学校では創意工夫して可能な限り行うという方向で

進めております。 

 今後とも、学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、学校

の新しい生活様式の下、感染予防対策をしっかり行った上でＩＣＴ機器の活用等を行い、

安心して学べる環境の中で学びの保障を進めてまいりたいと考えております。 

 続いて、２点目のソフト面の充実を図られたいのご質問に答弁させていただきます。 

 従来、国のＧＩＧＡスクール構想のスケジュールでは、令和５年度までに全ての児童・

生徒に１人１台のタブレット端末を導入することとしておりました。しかし、災害や感染

症発生等による学校の臨時休業時においても、ＩＣＴの活用により子どもたちの学びを保

障する環境を早急に実現するため、スケジュールを前倒しし、本年度中に全ての児童・生

徒にタブレット端末を導入することになりました。このことで子ども一人一人の反応を踏

まえた双方向の一斉授業や個人の学習状況に応じた個別学習が可能となります。 

 本市では、こうした効果を求めるため、様々なソフトの導入を各小・中学校の情報教育

担当教員から成る検討会において検討し、授業支援ソフトとしてＭｅｔａＭｏＪｉ Ｃｌ

ａｓｓＲｏｏｍを選定いたしました。このソフトを活用することにより、国語の授業では

文章作成ソフトで文章を書きその過程を記録することや、コメント機能を用いて助言をし

合うことでよりよい文章作成などができるようになります。理科の授業では、観察や実験

を動画で記録することで現象を科学的に分析し、考察することが可能となり、学びを深め

ることができます。 

 また、小学生の学習用ドリルソフトとしてジャストスマイルドリルを導入いたします。
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このソフトは、児童一人一人の理解度や習熟度に合わせて児童ごとに適した問題を提供す

る機能を持っております。 

 さらには、プログラミング学習ソフトやキーボードの練習をするタイピングソフト、Ｑ

Ｒコードを読み取るＱＲコードリーダーなども導入いたします。 

 今後におきましては、子どもたちの特性に合ったソフトの導入を進めるとともに、ＩＣ

Ｔ機器の特性や有効性を最大限に生かした学習ができるよう、ハード、ソフト面、指導体

制の充実に取り組んでまいります。 

 続いて、３点目の教員の指導力向上にどのように取り組むのかについて答弁させていた

だきます。 

 新学習指導要領においては、初めて情報活用能力を学習の基盤となる資質、能力と位置

づけ、ＩＣＴを活用した学習活動の充実を図ることが示されており、教育の情報化に関わ

る内容の一層の充実を図ることが重要となってきております。 

 本市では、平成２７年に全ての学校にタブレットを導入し、プロジェクターやデジタル

教科書の活用を図っており、ある一定の成果を上げ評価をいただいているところです。 

 来年度からは、１人１台のタブレットの活用により、教員が子どもたち全員の意見や学

習の理解度を確認しながら、自主的に学習する力を身につけさせることが求められ、教員

のＩＣＴ活用のスキルアップが一層重要となってきております。 

 来年度からは、本格的にタブレットを有効活用した授業を全ての学校で実践するため、

県教育委員会と連携を取り、研修計画に基づいてＩＣＴに関する指導力向上を図っていく

予定でございます。指導に当たる教員の中にはタブレット活用により一層魅力ある授業を

行いたいという意見や、活用には不安があるという意見もございました。このことから、

令和３年度よりＩＣＴ支援員を各中学校区に１名ずつ配置し、教員からの質問にいつでも

答えられるような体制を構築し、ＩＣＴを活用した授業がスムーズに行えるよう教員の指

導力の向上に努めてまいります。 

 本市の子どもたちが今後のデジタル社会の中で活躍できる人材となるよう、学べる環境

をしっかりと整えてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○９番（川人敏男君） 教育長から具体的なご答弁、本当にありがとうございました。 

 再問いたします。 
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 新年度からパソコンやタブレット端末を活用して教育効果を高めるという考え方は、十

分理解できます。全体として、教室での対面授業を補完する活用が中心であると受け止め

ましたが、今後においては新型コロナ禍でも授業の遅れがないよう遠隔授業やオンライン

授業を視野に入れていますか、教育長のご見解をお伺いします。 

○議長（松村幸治君） 髙田教育長。 

○教育長（髙田 稔君） 阿波みらい川人議員の代表質問の２問目、新型コロナウイルス

により影響を受けた教育行政の２点目、ソフト面の充実を図られたいの再問、今後のオン

ライン授業はどうなるのかについての答弁をさせていただきます。 

 本市の小・中学校においては、児童・生徒の学校での対面授業が最も大切であることか

ら、できる限りの感染対策を行った上で臨時休業は避けたいと考えております。そこで、

１人１台のタブレットの活用は、まずは学校の授業の中で有効活用することが求められて

いることから、現在教職員の研修に取りかかっているところです。今までにも学校ではオ

ンライン学習を想定したＺｏｏｍを活用した授業も取り組んできたところではあります

が、さらに感染状況が悪化した場合に備え、タブレットを家庭で活用したオンライン学習

について学校とともに検討していきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○９番（川人敏男君） 今後においては、オンライン授業の必要性も生じてくるかと思い

ますが、そういうときに対して今から視野に入れて準備していただけたらと思います。 

 それでは、再々問に移ります。 

 １点目は、教育の目標は心技体、バランスの取れた人間形成にあると思いますが、音楽

や体育の授業、部活はどのような影響を受け、どのような対処をしましたか。 

 ２点目は、特別に支援が必要な子どもたちはどのような影響を受け、どのような対処を

しましたか、ご答弁をお願いします。 

○議長（松村幸治君） 髙田教育長。 

○教育長（髙田 稔君） 阿波みらい川人議員の代表質問の２問目、新型コロナウイルス

により影響を受けた教育行政についての１点目、どのような影響を受けたかの再々問、音

楽や体育の授業、部活動はどのような影響を受け、どのような対処をしたか、また特別に

支援が必要な子どもたちはどのような影響を受け、どのように対処したかについて答弁さ

せていただきます。 
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 市内の小・中学校では、現在のところ児童・生徒が対面形式でのグループワークや一斉

に大きな声で話す活動は感染予防の観点から控えるようにしております。具体的な教科で

申しますと、音楽ではリコーダーやハーモニカの演奏など、マスクを着用できない活動は

控えるようにしております。歌の学習に関しては、適正な距離を取り、マスクを着用した

上で歌うようにしております。体育においては、運動時のマスク着用による身体へのリス

クを考慮し、マスクの着用はなしとしております。しかし、授業の前後における着替えや

移動、教員による指導内容の説明、用具の準備や後片づけのときなど、マスクを着用する

こととしております。部活動においても体育と同じルールの中で運用しているところであ

りますが、県外他校との練習試合は控えるようにしております。また、県内であっても、

阿波市内の感染状況や移動先の感染状況を踏まえた上で行動するよう指示しております。

文部科学省の学校の新しい生活様式に基づき、最善の注意を払い、できる限りの学習活動

をしているところでございます。 

 今後、子どもたちがコロナ禍の危機を乗り越える力を備え、未来に明るい展望が持てる

よう、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、特別に支援が必要な子どもたちはどのような影響を受け、どのように対処したか

について答弁させていただきます。 

 市内小・中学校には特別支援学級が５１学級ございます。特別支援学級の児童・生徒に

おいても、基本的には感染症対策は同様でございます。手洗いやせきエチケットの指導の

徹底が難しい児童・生徒、感覚に過敏でありマスクを常時着用しにくい児童・生徒が在籍

しております。こうした児童・生徒には本人の特性に応じた配慮をしながら対応している

ところでございます。例えば感染症対策の必要性を理解することが難しい児童・生徒がい

る場合は、手洗いやマスク着用、必要以上に手を目や口に当てないことなどを視覚的な教

材で示し、理解を促しております。また、児童・生徒が自分でできるようになるために

は、保護者としっかりと連携を取り、十分な時間を確保しながらその子どもに応じた指導

をしているところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○９番（川人敏男君） るるご答弁ありがとうございました。 

 今回の質問を通じて、教育現場は大変ご苦労をなさっていることが手に取るように分か

りました。新型コロナ禍で教育水準を全国的に遅れないようにすることを至上命題に四苦
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八苦したこととお察しいたします。 

 私は、教育には素人ですが、今後は教育制度、授業自体を見直していくきっかけになる

かもしれないと考えました。今後のご活躍を期待して、教育行政に対する質問を終わりま

す。 

 第３問は、新型コロナ禍により福祉行政はどのような影響を受けたかについて伺いま

す。 

 動物の世界では、ライオンやヒョウといっても年を取って狩りができなくなるとそのま

ま餓死してしまうのが宿命です。人の世界では、医学の進歩等に伴い平均寿命は男性が８

１．４１歳、女性は８７．４５歳に延びております。この背景には、医療保険制度と介護

保険制度によって、十分とは言えないですが、健康で文化的な生活ができる仕組みとなっ

ています。万一のことがあってもセーフティーネットとして生活保護制度が受け止めてく

れます。 

 しかし、ご承知のように、高齢化と人口減少で制度自体に綻びが目立つ上に、新型コロ

ナ禍のような突発的な危機が襲ってきますと、座して老いていくのみとなってきます。一

昨年には老後２，０００万円問題が大きな話題になりました。 

 そこで、１点目は、新型コロナ禍により福祉行政はどのような影響を受け、どのような

対策を講じたか、総括していただきたい。 

 ２点目は、ワクチン接種のスケジュールとワクチン接種をスムーズに進めるために市は

どのような役割を担いますか。 

 ３点目は、６５歳以上の生活保護世帯数は新型コロナ禍の前と比較してどのような状況

になっていますか、答弁をお願いします。 

○議長（松村幸治君） 妹尾健康福祉部長。 

○健康福祉部長（妹尾浩子さん） 阿波みらい川人議員の代表質問３問目、新型コロナ禍

による福祉行政への影響について、幾つかご質問をいただいておりますので、順次ご答弁

を申し上げます。 

 まず、１点目の福祉行政はどのような影響を受け、どのような対策を講じたかについて

のご質問ですが、全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大により本市の福祉行政におい

ても様々な影響が出ております。 

 例えば、毎年５月に開催しております戦没者追悼式、９月の社会福祉大会、健康増進の

ための各種講演会やイベントなど、予定をしておりました多くの事業や行事が中止に至り
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ました。 

 また、市内の認定こども園や保育所、放課後児童クラブの運営、そして乳児や３歳児健

診、高齢者の介護認定調査などにおいては、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、

マスクの着用、手指消毒、体温の測定、３密の回避、定期的な換気など、しっかりと対策

を講じたところでございます。 

 一方で、認定こども園、保育所、放課後児童クラブの園児、児童、職員、障害者の方へ

マスクの配布を、また各福祉施設にはアルコール消毒液の提供を行ったところでございま

す。 

 経済的支援対策では、１８歳以下の子どもがいる世帯に対し、子ども１人当たり１万円

を支給するあわっ子応援特別給付金事業、独り親家庭世帯や交通遺児を対象に２万円を支

給するひとり親家庭等応援特別給付金事業、妊婦１人当たり１万円を支給する妊婦臨時特

別給付金事業などを実施したところでございます。 

 今後とも、新型コロナウイルス感染症の予防対策を図りながら、市民の皆様が安全で安

心して暮らせる阿波市となりますよう、地域福祉行政に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、２点目のワクチン接種のスケジュールと市はどのような役割を担うかについてで

すが、初めに新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のスケジュールについて、あくま

でも現時点での本市の接種スケジュールについてでございますが、３月下旬から７５歳以

上の方、続いて６５歳以上から７５歳未満の高齢者の方へ接種券を順次発送予定で、接種

予約後４月中旬以降に接種開始予定としております。その後、基礎疾患を有する方や６４

歳以下の方は４月以降に接種券を順次発送予定としておりますが、今後国の動向により変

更が生じる場合もございます。 

 次に、ワクチン接種における国、県、市の役割分担についてでございますが、主導的役

割を果たす国、広域的な視点で市町村を支援する県、実施主体としての市町村と、役割が

定められているところであります。 

 市町村の具体的な役割でございますが、医療機関と連携して接種方法などの調整を進

め、健康管理システムの改修や接種対象者となる市民の皆様への接種券を送付、また相

談、予約を行うコールセンターの設置、運営、市民の皆様へＡＣＮや広報、ホームページ

などで情報提供などを行い、接種体制の確立を図ってまいります。 

 本市におきましては、迅速かつ正確に市民の皆様へのワクチン接種が開始できるよう体
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制整備を図る必要があることから、令和３年２月１日付で春木副市長を本部長とし、各部

の次長等を本部員とする新型コロナワクチン対策本部を、また健康推進課内に新型コロナ

ワクチン対策班を設置したところでございます。 

 今後、市民の皆様の期待に沿えるよう、また不安の解消も行いながら、安全で安心な接

種体制の構築に取り組んでまいります。 

 次に、３点目の６５歳以上の生活保護受給世帯数はコロナ禍の前と比較してどうなって

いるのかとのご質問でございますが、本市の生活保護受給でございますが、平成３０年度

から令和２年度までの３年間の１２月末現在で、６５歳以上の高齢者世帯数とその受給者

数は平成３０年１２月末で３８６世帯、４９７人、令和元年１２月末３８１世帯、４８３

人、令和２年１２月末３９８世帯、５０５人となっております。この３年間におきまして

は、世帯数で４００世帯弱、人数で５００人前後となっており、令和２年度は若干の増加

を示しておりますが、申請書の相談内容を分析してみますと、その多くが新型コロナウイ

ルス感染症の影響によるものは少ないものと考えております。しかしながら、今後の新型

コロナウイルス感染症の感染状況や経済情勢も考慮いたしますと、生活困窮者の相談につ

いてはしっかりと対応してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○９番（川人敏男君） ご答弁ありがとうございました。 

 ３点目の生活保護について一言申し上げます。 

 ６５歳以上の生活保護世帯数は、新型コロナの影響は見られないとのご答弁をいただき

ました。しかし、若干心配しております。生活保護を申請しますと、親、兄弟、子どもに

対して支援の有無等を事細かく調査されます。これが抑止力となり、仮に生活保護レベル

の生活水準であっても申請しない、いわゆる潜在生活保護件数は少なからず存在すると認

識しています。今後ともきめ細かい対応をお願いします。 

 次に、２問ほど再問します。 

 ワクチンの接種を受けない方への対応をどうするのか。 

 及び、２点目で、新型コロナに感染した方または家族の方の介護のため会社等を休まざ

るを得ない場合、市が損失補償をしてはいかがかと提案します。 

 以上、２点について答弁を求めます。 

○議長（松村幸治君） 妹尾健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（妹尾浩子さん） 阿波みらい川人議員の代表質問３問目、新型コロナ禍

による福祉行政への影響についての再問、接種を受けない方への対応についてどのように

するかについてまずご答弁を申し上げます。 

 新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、予防接種法において予防接種を受

ける努力義務に規定されており、あくまでも本人の意思により接種を希望するか、しない

かの判断をしていただくことになっております。 

 このようなことから、本市といたしましても、接種を強制することはできませんが、接

種を希望しない方は理由の一つにワクチンの安全性への不安があるのではないかと思われ

ます。 

 そこで、ワクチンの効果や安全性については、厚生労働省のホームページによります

と、去る２月１４日に薬事承認されましたファイザ一社製のワクチンでは、投与した方が

投与していない方よりも新型コロナウイルスに発症した方が少ないという中間結果が得ら

れたと発表されております。 

 本市といたしましては、効果や安全性への分析結果等が明確に示された段階で正確な情

報を市民の皆様に周知し、できるだけ接種を希望していただけるよう取り組んでまいりた

いと考えております。 

 川人議員のもう一つの再問、新型コロナ感染症による支援事業についてご答弁させてい

ただきます。 

 川人議員ご質問の支援事業につきましては、今後先進地の事例等の事業内容等を確認

し、調査研究してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○９番（川人敏男君） 保健福祉関係につきまして総括します。 

 新型コロナは、１００年に１度襲来するかしないかの大惨事です。これは欲望を求め続

けた資本主義への警告ではないかと思います。いずれにしても、コロナ禍を乗り越えるた

めに裏方で支える妹尾部長以下、健康福祉部の皆さん方に敬意を表します。 

 新型コロナウイルスの根絶までにはまだまだ道半ばで、右往左往することもあろうかと

思いますが、もう一踏ん張り、二踏ん張りしていただきたいと期待しています。よろしく

お願いします。 

 それでは、再々問に移ります。 
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 現代社会はストレス社会とも言われ、孤独を感じたり孤立したりする人が増えていま

す。まして、新型コロナの発生により、家族同士でも入院したり施設に入所した者とは面

会謝絶になるなど、社会全体から絆が失われつつあります。これがまちづくりにどのよう

な影響があると考えますか。今後のまちづくりの理念をどのように考えていますか。市長

のお考えをいただきたいと思います。 

○議長（松村幸治君） 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 阿波みらい川人議員の代表質問の３問目、コロナ禍による福祉行

政への影響についての再々問、コロナ禍により社会全体から絆が失われつつあるまちづく

りにどのような影響があるかについて答弁をさせていただきます。 

 本市の第２次阿波市総合戦略では、あらゆる分野におきまして人と人とが支え合い、助

け合う社会づくりや、コミュニティーの維持、活性化に向けた取組を推進しておりまし

て、総合戦略の基本目標の一つでもある新しい人の流れづくりにもありますが、観光、交

流資源の活用やスポーツなどのイベントの開催により交流人口の拡大を推進しているとこ

ろでございます。 

 しかしながら、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響や拡大防止の観点から、各種

イベントにつきましては、中止や延期、参加人数規模の制限などを余儀なくされておりま

す。また、市民の皆様の自主的な活動やイベントにつきましても、同様に開催を自粛する

動きが相次いでいるところでございます。 

 本市の取組としまして、従来は県外でのイベントを開催し、観光や特産認証品をＰＲし

てまいりましたけども、新型コロナウイルス感染の状況が深刻化したことから、今年度は

オンラインやリモートによる新たな手法に取り組みますとともに、コミュニティーの意識

高揚や交流人口の拡大に向けた取組においてより効果的なアプローチを研究しているとこ

ろでございます。 

 今後、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、社会の絆が失われることのない

よう、新型コロナウイルス感染症収束後を見据え、これまで培ったノウハウや阿波市ま

ち・ひと・しごと創生本部有識者会議などの有識者の皆様、また将来の阿波市を担ってい

ただく若い世代からのご意見を積極的に取り入れるなど、市民参画による新しいまちづく

りの取組をしっかり構築してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 
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○９番（川人敏男君） ただいま市長からご答弁いただきましたが、時代がどのように変

革しようとも、絆を失ってはならないというご趣旨と受け止めております。市民のみんな

が社会の絆を忘れずに、助け合って、ぬくもりのある阿波市づくりに力を今後とも入れて

いただきたいものです。 

 第４問に移ります。 

 人材の育成についてです。 

 新型コロナの及ぼす影響で生活が一変し、時代が大きく変革しようとしているのを肌で

感じます。新しい時代を見詰めて、人材の育成確保が一層急務となります。 

 ７年前になりますが、私が市議会議員に初当選し、初めての議会で、１年後を楽しむ人

は花の種子を植えよ、１０年後を楽しむ人は木の苗を植えよ、１００年後を楽しむ人は人

を育てよと中国のことわざにありますが、人材育成について質問しました。特に専門的資

格、知識を有する建築士と情報技術者の採用を要請しました。結論から先に申し上げます

と、質問してから５年後の一昨年に建築士の職員を１名採用しましたが、情報技術者の採

用はいまもってありません。この背景には、市内には小・中学校の校舎、公民館など約２

５０棟の公共施設を抱え、施設の建て替え、修繕業務等が次々とあり、建築士の採用は欠

かせません。また、各部各課には情報処理業務が数え切れないぐらい増加しており、情報

技術者の採用は急を要します。このため、これらの職員採用を幾度となく質問しました。

しかし、小学生が宿題を忘れて言い訳をするように、知恵も出さず、工夫もせず、結果的

に先送りばかりでした。 

 私が議会活動でライフワークのように人材育成にこだわるのは、本市発展の礎として育

成された者の中から優秀な人材が生まれれば、その人材が次の世代を育てるというサイク

ルを生み出すことが期待されるからであります。つまり永続的に本市の発展を願ってのこ

とです。 

 そこで、建築士は１名では不十分でありますので、引き続き採用を要請します。また、

情報技術者についても、早急な採用を要請します。ご答弁をお願いします。 

○議長（松村幸治君） 野﨑企画総務部長。 

○企画総務部長（野﨑圭二君） 阿波みらい川人議員の代表質問４問目、人材育成につい

ての１点目、建築士及び情報技術者を早急に採用されたいとのご質問に答弁をさせていた

だきます。 

 川人議員からは、以前にも専門的資格、知識を有する職員採用についてご質問をいただ
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いており、このことは本市にとって重要な課題の一つであると認識しております。 

 まず、建築士の採用につきましては、平成２８年度より受験できる年齢制限を３５歳か

ら４０歳に引き上げるなど、募集条件の改善を図りながら採用試験を実施してまいりまし

た。その結果、平成３０年度の採用試験において一級建築士の資格を有する職員を１名採

用いたしました。正規職員以外では、会計年度任用職員といたしまして、一級建築士の資

格を有する建築指導官を契約管財課と教育総務課にそれぞれ１名ずつ、計２名を配属して

おり、各課における建築公共工事の発注から竣工検査に至るまでの建築分野の相談や協

議、職員育成や後進指導など、多岐にわたる業務を担っております。 

 一方、情報技術者等の募集は実施しておりませんが、議員ご質問のとおり、各部各課に

おいて情報処理業務が数多くあることは認識しているところであります。現在、多くの業

務がＡＩ等のコンピューターに取って代わることが予想される中、本年９月には国のデジ

タル庁が発足することとなっております。これからの行政サービスの維持発展をさせるた

めには、行政のデジタル化は必須であり、職員研修等を通じさらなる職員の能力向上を図

る必要もあるため、引き続き人材育成にも取り組み、さらには本市が必要とする専門的な

資格、知識を有する職員の確保に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○９番（川人敏男君） ただいまのご答弁で、情報技術者、建築士の必要性は認識してい

ることと受け止めました。しかしながら、結果として情報技術者は採用できておりませ

ん。情報技術者を職員研修等で育成することは非常に困難でなかろうかと思います。その

情報技術者の採用は、やはり職員採用でもってそういう資格とかを持った人を雇わないと

根本的な解決には全然ならないのではないかと思います。それをクリアするために、ジョ

ブ型雇用の一部導入について再問します。 

 一般的に申し上げて、情報技術者、建築士は民間企業の給料が高いため、市役所になか

なか足を向けてくれません。 

 １点目は、ジョブ型雇用の部分的導入についてです。皆さん方の市役所の組織は、年功

序列で、仕事ができようができまいが毎年給料が上がります。また、終身雇用制度を取り

入れていますので、首になることはまずないでしょう。しかし、今まで日本社会に根づい

ていた年功序列の考え方が通じなくなってきていて、時代の変化とともに採用の考え方も

大きく変わってきそうです。つまりそう遠くない時期に職責と能力に応じて給与体系が変
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わってくると考えられます。これがジョブ型雇用です。特にデジタル技術の進歩に合わせ

て、給与は高くとも能力を有した専門性の高い人材を採用しなければ組織が回っていかな

い時代がそこまで来ています。 

 県では、医者を確保するために医師手当を支給しています。吉野川市では、建築士を確

保するために、初任給の号俸アップをしています。本市は、採用に対する意欲が乏しいの

か、何の方策も考えず、応募者がいないとの答弁の繰り返しで、必要性を認識しているの

であれば、言い訳よりも結果を出すために何をしなければならないかを考え実践していた

だきたいものです。 

 そこで、建築士、情報技術者のような専門職に能力給を取り入れるジョブ型雇用を有効

に活用することを提案します。市の考えを求めます。 

 次に、２点目は、テレワークについてです。 

 テレワークとは、インターネットなどのＩＣＴ情報通信技術を利用することで、本来勤

務する場所から離れ、自宅などで仕事をすることができることです。サテライトオフィス

もその一形態です。そこで、東京や大阪などの３密を避けて、緑に包まれ、澄んだ空気の

田舎暮らしが注目されています。本市でもサテライトオフィスを誘致してはいかがです

か、答弁を求めます。 

○議長（松村幸治君） 町田副市長。 

○副市長（町田寿人君） 阿波みらい川人議員の代表質問の４問目、人材の育成について

の２点目、建築士及び情報技術者の採用に当たり、ジョブ型雇用を取り入れてはどうかと

の再問に答弁させていただきます。 

 ジョブ型雇用とは、明確に定義された職の内容に合致した職員を採用し、その限定され

た仕事に従事させる雇用制度であります。近年、国内でも大手企業などでジョブ型雇用へ

のシフトを表明している会社もあり、地方公共団体でも、少数ではございますが、ジョブ

型雇用の導入という先進的取組も見受けられます。 

 こういった中で、今回川人議員提案の阿波市におきましての専門職の雇用状況について

説明させていただきますと、専門職においては保健師、建築士、土木技術職員などを専門

職として採用、配属をしております。しかしながら、今後急速に進むデジタル時代の到来

に備えるとともに、川人議員ご指摘のジョブ型雇用が行政にとって一層の専門的知識を持

った業務の運営や体制の強化、効率化、市民サービスの向上につながる一つの方法である

と考えます。 
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 それと一方、自治体規模や業務内容にもよりますが、１年間を通してその専門性やスキ

ルを生かした業務が確保されるかと、こういった課題もございます。これらを含めて、専

門性の必要な分野、担当につきましては、適材適所のジョブ型雇用の検討を含め、人材確

保に向け尽力してまいりたいと考えておりますので、ご理解、ご協力のほどをよろしくお

願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 岩佐産業経済部長。 

○産業経済部長（岩佐賢二君） 阿波みらい川人議員の代表質問の４問目、人材の育成に

ついての再問、サテライトオフィスを誘致してはについて答弁をさせていただきます。 

 本市では、雇用の創出が人口減少を克服し、持続可能なまちづくりを推進するための最

重要課題の一つと位置づけ、積極的に企業誘致に取り組んでいるところです。とりわけ製

造業を中心とした工場誘致に取り組んだ結果、近年では株式会社リトルアンデルセンや株

式会社サンコー、西精工株式会社の企業進出に結びついております。 

 また、農業立市として本市の特色を生かした第１次産業関連企業の誘致としましては、

はーとふる川内株式会社やイオン徳島あわ農場、株式会社トマトパーク徳島が既に操業を

開始し、さらには株式会社西渕スレート工業所が新たに植物プラントの建設を進めており

ます。 

 加えて、公的機関でございますが、中国四国農政局吉野川北岸二期農業水利事業所が阿

波地域交流センターに関所され、事業のピーク時には４０名程度の方が従事する予定でご

ざいます。現在は、職員９名のうち５名の方が住所を置き、臨時職員２名を阿波市から雇

用していただくなど、企業誘致は順調に推移し、雇用の場の確保や地域の活性化につなが

っているところです。 

 議員ご質問のサテライトオフィスについては、昨今のコロナ禍において在宅勤務やリモ

ートワークなどが急激に加速し、従来型のオフィスの在り方が大きく見直されようとして

おり、今後サテライトオフィスの需要は増加するものと考えられます。 

 県内の状況におきましては、神山町や、美波町、三好市などがサテライトオフィスの誘

致に取り組んでおり、地域内への移住や雇用機会の創出、交流人口の増加など、成果を収

めております。 

 本市においても、サテライトオフィスの設置に必須となる情報通信の環境はもとより、

豊かな自然環境や充実した子育て支援策、さらには自然災害の少ない地理的条件など、全
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国に向けてＰＲできる様々な優位性が存在するため、これらの優位性の情報発信に努めま

すとともに、他の自治体の成功事例を参考としながら、その誘致に向けて取り組んでまい

りたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○９番（川人敏男君） まず、情報技術者の採用についてのことで一言申し上げます。 

 情報技術者の採用は、研究、検討をされるという趣旨であろうかと思います。 

 情報化時代と言われて相当年月が経過しています。スピード感を持って取り組むことが

必要と指摘しておきたいと思います。 

 それから、人材育成についてのサテライトオフィスを誘致してはどうかということにつ

いてですが、市のお考えは、企業誘致は製造業を中心と考えておられるようです。しか

し、幅広く大型小売業、老人施設などの福祉企業等に目を向けるべきで、そのほうが雇用

力もあります。頭を軟らかくして取り組んでほしいと思います。 

 それでは、再々問を行います。 

 子育てするなら阿波市をキャッチフレーズにしていますが、転入や空き家対策を促進す

るため、転入一時金を支給したり、保育所入所に便宜を図るなど、転入を容易にする取組

強化を提案します。ご答弁をお願いします。 

○議長（松村幸治君） 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 阿波みらい川人議員の代表質問４問目、人材の育成についての

再々問、子育てするなら阿波市をキャッチフレーズにしていますが、転入を強化する取組

を提案することについて答弁をさせていただきます。 

 本市の移住支援といたしましては、移住支援金として令和元年より阿波市わくわく移住

支援事業補助金制度がございます。この制度は、国費、県費を伴うものでございまして、

東京２３区で５年以上在住又または通勤していることや、就業先が県のマッチングサイト

に掲載している求人であることなどの支給対象者としての要件がございます。世帯申請で

は最大１００万円、単身では最大６０万円を交付するものでございます。 

 市単独事業では、平成２８年から空き家情報登録制度によりまして、その空き家に残る

家財の処分に要する経費の補助や移住して１年以内のＵＩＪターン者を新たに雇い入れた

企業や団体に給与の一部を助成する阿波市雇用促進助成金制度を設けております。 

 また、移住を希望される方の相談支援等を行うため、一般社団法人阿波市観光協会内に
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阿波市移住交流支援センターを設置するなど、引き続き転入を容易にする強化策を推進、

検討しているところでございます。 

 議員ご提案の転入一時金の支給につきましては、本市では現在のところ実施しておりま

せんが、子育て世帯の支援を図るため、市独自事業として出産祝い金や小・中学校入学祝

い金の支給、１８歳までの医療費の無償化、保育料の減額など、子育て世帯の経済的負担

を軽減するための様々な施策や事業に取り組んでいるところでございます。 

 また、保育所入所につきましては、転入前であっても転入予定として市内在住者と同じ

条件で受付をし、利用調整を行っているところでございます。 

 今後とも、子育てするなら阿波市のキャッチフレーズを実現するために、子育て支援策

を企画総務部、健康福祉部など、全庁挙げて取り組みまして、市外でお住まいの皆様方が

阿波市に移り住みたい、阿波市を訪れたいなど、選ばれる阿波市としてさらなる深化を図

ってまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 川人敏男君。 

○９番（川人敏男君） るるご答弁いただきましたが、子育てするなら阿波市と言った割

には、どこの市もやっているような政策で、もう一つ力強さがないと感じております。 

 例えばサテライトオフィスの誘致と一体となって、空き家を改修し受入れ態勢を整備す

るなど工夫を凝らしていただきたい。こういうことをお願いして、今後の努力を期待しま

す。 

 今回の質問を総括する前に、藤井市政の２期目をチェックします。 

 市民とともに（リーフレットを示す）歩む将来の礎実現ということで、藤井市長の落ち

着いた市長らしい顔が載っております。藤井市長が２期目を目指して、このほど市民との

お約束とも言えるマニフェストでございます。タイトルは市民と歩む将来の礎実現と期待

しています。しかし、驚きました。隅から隅まで読ませていただきましたが、新しいごみ

処理施設の建設はどこにも記載されていません。何十億円もの市民の税金を投入する巨大

プロジェクトです。市民の暮らしを支えるプロジェクトです。なぜ記載してないのか不可

解です。市民の皆さんはどう評価するでしょう。私は１００回説明をいただいても理解で

きません。 

 それでは、質問内容を質問全体を通じて総括しておきます。 

 ご承知のように、新型コロナウイルスにより通常医療が置き去りにされる事例も見受け
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られるという報道があります。ワクチンの投与は医療従事者に対して先日始まりました

が、新型コロナウイルスの変異ウイルスが発生しています。また、現時点では１５歳以下

の児童・生徒はワクチン接種の対象から外れています。何やかんやでここ二、三年は終息

が見通せません。 

 一方、新しいごみ処理施設は泥沼の状態です。早急にめどをつけてもらいたいもので

す。また、南海巨大地震もいつ発生してもおかしくない状況です。藤井市長の２期目は課

題山積です。 

 私は、県庁や吉野川市で地方自治を経験し、多くの辛酸をなめました。その中から多く

のことを学びました。余計な出過ぎたことではありますが、そのノウハウを一言申し上げ

たいと思います。 

 まず、組織のリーダーは時代を読む能力と人となりを見る眼力が必要で、これがなけれ

ば組織は空回りし、判断を誤ります。 

 次に、重大な決定を下すときに必要な情報は、立場の異なる２か所以上から収集するこ

とが基本です。 

 また、市長という権力を有する方の前には多くの人が取り巻きます。大抵は耳触りのよ

い言葉を耳に入れます。このことを真に受けていると裸の王様になります。損得抜きで歯

に衣を着せぬずばずば忠告してくれる方が本当は必要だということを認識していただきた

いものです。 

 さらに、自分の弱い分野にどう対応するかも大きな課題です。要は、自分を支えてる体

制を組むことです。お友達体制ではシビアな仕事は無理です。自分に足りない部分、例え

ばごみ処理施設の建設業務を管理してくれる事業担当人材が必要と感じております。 

 いずれにしても厳しい現実を直視して組織を束ねていかないと、市長としての器が問わ

れます。一言で言えば政治的センスの問題です。耳に痛いことを多々申し上げましたが、

藤井市政の２期目に向かって成長の糧にしていただきたいとお願いしておきます。そし

て、使命感を持って成果を残していただきたい。市民は、市長、あなたの一挙手一投足に

注目をしています。一層のご活躍を期待しています。 

 最後になりましたが、この３月末をもって退職される方々、本当にご苦労さまでした。

今までの人生はややもするとモノクロでしたが、４月からは緑やピンクの色とりどりの第

２の人生が待ち受けていますよ。幸多かれと祈念します。 

 これをもって阿波みらい川人敏男の代表質問を終わります。ありがとうございました。 
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○議長（松村幸治君） これで阿波みらい川人敏男君の代表質問が終了いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

            午後０時０５分 休憩 

            午後１時００分 再開 

            （１３番 森本節弘君 入室 午後１時００分） 

○議長（松村幸治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、はばたき笠井安之君の代表質問を許可いたします。 

 はばたき笠井安之君。 

 

○６番（笠井安之君） マスクを取って質問させていただきます。 

 ６番笠井安之、はばたきを代表して令和３年第１回阿波市議会定例会の代表質問をさせ

ていただきます。 

 まず、質問に入ります前に、本年３月末をもって退職を迎えられます職員の方々には、

長年にわたり阿波市発展のためご尽力賜りましたことに心より感謝申し上げます。今後と

も阿波市の将来に向けたご意見やご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、今回の私の質問は３つでございます。 

 藤井市政の４年間の成果と課題について、２番目が新型コロナウイルスワクチンの接種

について、３番目がため池ハザードマップの運用について、以上３件でございます。 

 藤井市長におかれましては、間もなく１期４年の任期が終わられます。そこで、この４

年間の藤井市政を振り返ってみたいと思いますが、私は市議会議員としてまだ３年と経験

が浅く、行政経験豊富な藤井市長の実績をどうこう言える立場ではございませんが、４年

間の実績を幾つかピックアップして、その実績の評価については市民の皆様にお願いした

いと思っております。 

 藤井市長は、就任以来安全・安心のまちづくり、活力あふれるまちづくり、子育て応援

のまちづくりという３つの基本コンセプトに基づく多くの施策や事業について、阿波市の

かじ取り役として職員の先頭に立ってこられました。これらの取組については、一朝一夕

には成立するものではなく、国や県に対して市長自ら何度も関係機関へ足を運び、阿波市

の現状を関係者に説明し、ご理解をいただいたものだと考えます。 

 １つ目の安全・安心のまちづくりについては、巨大地震や異常気象による大規模災害の

発生に備えて、防災・減災対策としての緊急避難場所の整備や地域防災組織の立ち上げ及
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び徳島県内自治体では初となる高機能排水ポンプ車の導入などを行い、災害に強い阿波市

を目指してこられました。 

 また、水道事業については、八幡地区の簡易水道を市上水道に統合するとともに、伊沢

谷の簡易水道についても飲料水供給施設として整備を進められております。一方で、阿波

町小倉高区配水池や市場配水池の築造により、阿波町と市場町大俣地区及び市場と土成を

結ぶ連結管水路を建設し、市民への安定した生活水の供給が確実なものになりつつありま

す。 

 活力あるまちづくりについては、私は何といっても（仮称）阿波スマートインターチェ

ンジの設置認可ではないかと思います。現在の車社会において、高速道路は切っても切れ

ないものがあり、四国縦貫道の開通以来、市場町や阿波町の市民の多くはインターチェン

ジの設置を強く望んでおりました。一方で、土成インターチェンジと脇町インターチェン

ジ間の４車線化工事も順次進められており、このたびのスマートインターチェンジ設置認

可と併せて、徳島自動車道４車線化促進期成同盟会会長として藤井市長の度重なる関係機

関や関係者への陳情、要望のたまものだと思うとともに、工事の早期完成のための予算獲

得を重ねてお願いしたいと思います。 

 また、県道や市道の整備においては、県道船戸切幡上板線の改良工事や宮川内牛島停車

場線及び志度山川線のバイパス工事などが進められております。市道においては、阿波町

の幹線道路となる中央東西線の自歩道整備や土成町の矢松田中線の拡張工事をはじめ、多

くの市道整備が実施されていることは、藤井市長の理解の結果だと思います。 

 次に、産業振興については、阿波市の主産業である農業の振興において、担い手育成の

ための施設や補助事業を数多く立ち上げた結果、過去５年間で県内トップの４９名の新規

就農者が生まれております。農業立市を目指す阿波市にとっては、明るい材料となってお

ります。 

 また、企業誘致に関しては、オーダーメード型の企業誘致や公共施設や市有地を利用し

た企業誘致などに取り組み、子ども服の製造を行うリトルアンデルセン、西長峰工業団地

へ段ボール製造の株式会社サンコー及び県内の大手企業である西精工株式会社などの進出

がなされており、今後の阿波市産業振興の核となるものと期待しております。 

 このほかにも、１次産業関連として、次世代型園芸農業を行う株式会社トマトパーク徳

島、イオン徳島あわ農場及び西渕スレート工業所などの操業もなされております。 

 次に、子育て応援のまちづくりについてでありますが、教育環境の整備として吉野中学
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校の大規模改修や八幡、市場両小学校屋内運動場の改修をはじめとして、市場武道館や阿

波町、市場町のテニスコートの改修などがあります。これらについては、教育環境を整備

することによる学力や運動能力の向上を目指すためには一番必要な事柄の一つであると考

える藤井市長の姿勢のあらわれだと思います。 

 一方で、現在実施中の子どもたち一人一人の個性に合わせた教育の実現のため、ＧＩＧ

Ａスクール構想の実現に向けタブレット端末を市内小・中学校の全児童・生徒一人一人に

いち早く貸与して、最新のＩＣＴ技術を最大に利活用し、最適化された学びや創造性を育

む教育の実現を達成するための事業費を令和２年度の予算として計上されております。 

 また、子育てについては、市内全ての幼稚園と保育所が認定こども園に移行し、幼稚園

教育要領に基づく幼稚園的機能と保育所指針に基づく保育所的機能の両方の機能を併せ持

ち、小学校児童との交流の機会や小学校との連携などを図り、円滑に小学校へ進み、教育

が受けられるようになりました。 

 この建設事業費は、公設である伊沢と大俣が合わせて９億７，４００万円となり、財源

として合併特例債９億１，３３０万円、一般財源６，０７０万円となっておりますが、合

併特例債は後年度に普通交付税で借金の７０％が措置されるため、２園の実質的な市費は

３億３，５００万円となります。また、民設の久勝、市場、柿原、林については、社会福

祉法人２団体が事業主体であり、４園合わせた事業費は約１３億６，４００万円となって

おり、財源については民間には国、県建設補助金が活用できることから、財源については

国費約２億７，８００万円、県費３億２，９７０万円、合併特例債２億７，８００万円、

民間事業者４億９，６００万円、阿波市一般財源９７０万円となっております。市の民間

４園への実質的な支援、一般財源は９，３１０万円となっています。要するに、公設２園

と民設４園を合わせた建設等総事業費は２３億３，８００万円となり、そのうち阿波市の

一般財源は４億２，８１０万円で、構成比率として約１８．３％に抑えられたのは、国、

県の補助金や合併特例債などを有効に活用した結果だと思います。 

 その他放課後児童クラブにおいても、御所、伊沢の新築工事と林、久勝の増築工事を行

い、合わせた工事費は１億２，８７０万１，２００円となっております。 

 また、あわっ子はぐくみ医療費助成事業として、市内に住民登録をしております全ての

子どもに対して高校卒業まで医療費の無償化がなされております。 

 また、子育てするなら阿波市を進める阿波市がいち早く手がけた制度であり、子どもた

ちの健康を願う藤井市長の公約でもあります。 
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 ほかにも、あわむすび内に旧市役所庁舎を改築した阿波市交流センターの運転免許セン

ターや中国四国農政局、吉野川北岸二期農業水利事業所の誘致なども、地域の活性化を促

す一つになるのではないかと期待しております。 

 以上のように、藤井市政４年間の実績についてるる述べてまいりましたが、まだまだ言

い尽くせないぐらいの項目でありますが、質問時間の制限もありますので、この辺にして

おきたいと思います。 

 そこで、１番目の質問として、藤井市長に４年間の市政運営についての成果及び手応え

をどのように捉えているのかについてお伺いいたします。 

○議長（松村幸治君） 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） はばたき笠井安之議員の代表質問の１問目、藤井市政４年間の実

績と今後の課題についての１点目、藤井市長は１期４年の任期満了を迎え、市政の取組と

成果と課題をどのように捉えているかについてお答えをいたします。 

 ただいま笠井安之議員からは、私の約４年間の市政に対する取組に対し多大な評価をい

ただきまして、誠にありがとうございます。 

 次に、市政運営についての成果及び手応えについて申し上げます。 

 市政運営に携わってきた私のコンセプトは、議員も先ほど言われたように、３つの柱を

中心に政策立案し、また執行してまいりました。具体的には、安全・安心のまちづくり、

活力あふれるまちづくり、子育て応援のまちづくりであります。 

 また、手応えにつきましては、自己評価を申しますと、市議会議員の皆様や市民の皆様

などの声を聞きましても一定の手応えは感じ取れますが、まだまだ十分でないものもある

と認識しているところでございます。 

 成果を柱ごとに主なものについて申し上げますが、笠井議員の言われたことと重複する

ものはご了承願いたいと存じます。 

 最初に、安全・安心のまちづくりでは、地球温暖化が原因とされております集中豪雨等

による内水被害を防止するため、高性能排水ポンプ車の購入や３０年以内に高い確率で発

生が予想されております南海トラフ大地震等の大規模災害に備えた指定避難所等の整備な

ど、様々な施策を展開しております。また、市内の山間部においては、高齢化等の影響に

よりまして、生活用水問題が課題である地域がございまして、市場町竹倉谷また中ノ名地

区の小規模水道施設等整備事業を地域と阿波市が連携して実施をしてまいりました。 

 また次に、活力あふれるまちづくりとして、徳島自動車道関連事業であります（仮称）
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阿波スマートインターチェンジは、人口減少に伴う活力の低下、高齢化や救急ニーズの増

加、基幹産業である農業の維持発展、さらには雇用の確保に直結する企業誘致の促進、観

光基盤の形成、南海トラフ巨大地震等大規模災害に対する防災・減災、また国土強靱化の

取組といった各種課題を解決に導く地方創生の起爆剤となる事業であると考えているとこ

ろでございます。 

 次に、阿波地域交流センターは、平成２６年１２月まで阿波市役所本庁舎として使用し

ていた建物を大規模改修し、利活用するため、令和２年４月から徳島県警察本部、阿波運

転免許センター、未就学児童とその保護者が自由に集い、遊び、交流を図る阿波子育て支

援センター、阿波市の特産品の販売また観光情報を提供する情報発信スペース、そして昨

年８月よりセンター２階に中国四国農政局、吉野川北岸二期農業水利事務所を開所してお

ります。なお、この事業所には、最盛期には最大で４０人の農林水産省職員が勤務するこ

とになっておりまして、公的機関ではございますが、企業誘致の役割も果たしていると考

えているところでございます。 

 また、企業誘致事業につきましては、阿波町の県営西長峰工業団地内に、段ボール製造

大手、株式会社サンコー様が、また土成町下り松地区には西精工株式会社様、それぞれ徳

島市から生産拠点を本市へ全面移転するほか、土成町美納地に次世代型園芸施設、トマト

パーク徳島様に進出していただきました。 

 次に、本市の基幹産業である農業振興を図るため、第２次阿波市農業振興計画に基づき

まして、本市独自にＪＡへの支援を始め、農業用機械の購入や６次産業化などの支援を実

施してまいりました。加えて、供用開始後３０年が経過し、老朽、用水、耐震化対策が必

要な、先ほども申し上げましたけども、国営吉野川北岸二期土地改良事業の事業採択に向

け、徳島県と協調し、本市を含む７市町で組織する期成同盟会会長としてその事業実施に

向け政策提言を行った結果、令和元年度に農林水産省より総事業費約３４０億円での事業

採択をいただいたところでございます。 

 また、観光振興として、徳島県東部地域にある１５市町村や民間企業で連携するＤＭＯ

法人であるイースト徳島観光推進機構が発足するなど、広域的な観光振興にも努めており

ます。 

 次に、子育て応援のまちづくりでは、これにつきましては幼保連携型認定こども園の整

備であります。市内の幼稚園、保育所を統合して認定こども園を積極的に実施した結果、

令和２年４月に民間事業者を含んだ５園が開園いたしました。来月には大俣認定こども園
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が完成し、本年４月からは市内全ての就学前児童の教育、保育施設が幼保連携型認定こど

も園となり、公立、民間のそれぞれの長所を選択できる環境整備が整ったところでござい

ます。 

 また、医療費の充実支援施策として、２９年１０月よりあわっ子はぐくみ医療費の助成

対象を中学校修了時から満１８歳に到達した日以降の最初の３月３１日までの間にある子

どもに拡大いたしました。 

 また、放課後児童クラブの整備、保育料の第２子以降の無償化、小・中学校に入学され

る際の祝い金支給、加えて市内に２か所の病児・病後児保育施設の創設など、子育て世代

への多種多様な施策を展開してまいりました。 

 そして現在、教育ＩＣＴ環境整備事業としてＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、児

童・生徒１人１台のパソコン端末と高速大容量の通信ネットワークを現在構築していると

ころでございます。 

 この３つのコンセプト以外にも、新型コロナウイルス感染症対策として、昨年２月２６

日に阿波市新型コロナウイルス対策本部を設置し、市民の皆様に新型コロナウイルスの正

しい知識や予防対策などを広報紙やケーブルテレビ、ホームページなどを通じて周知させ

ていただいております。昨年３月には、幼児、児童・生徒、妊婦さんへのマスクの配布を

行うとともに、８月からは庁舎正面玄関でサーマルカメラシステムを設置し、セルフチェ

ック方式による来庁者の皆様方の検温を実施しているところでございます。 

 また、地方創生臨時交付金を活用し、災害時の避難所における感染症対策としてパーテ

ィションやシェルター等の整備を行いました。本庁内に設置している感染症対策チームで

は、身近な窓口として新しい生活様式に対応した健康相談を行っており、健康面の不安や

健康維持に関する相談等を実施しております。 

 加えて、市民の皆様の家計を支援する阿波市がんばる事業者応援する券６，０００円分

を発行することで、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている地域経済の消

費喚起を促進しております。特にこの事業につきましては、市民の皆様から高い評価をい

ただいているところでございます。 

 ただいま申し上げましたように、これまでの３年９か月間、市政運営に傾注してまいり

ましたが、多くの事業をする中で前進も図られましたが、残された課題や、着手した事業

において未完成となっているものもございます。 

 再度申しますが、市長として日々市民の皆様や阿波市のために鋭意市民と歩む輝くまち



- 87 - 

づくりを進めてまいりましたが、先ほども申し上げましたが、万事が万事とは申し上げま

せんが、私なりに一定の手応えは感じているところでございます。 

 以上、少し長くなりましたが、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井安之君。 

○６番（笠井安之君） 藤井市長より順次４年間の市政の取組の成果についてご答弁いた

だきました。 

 藤井市長就任以来の実績については、私からいろいろ述べさせていただくとともに、た

だいま藤井市長からも自らの４年間の市政に対する取組についてご答弁をいただきまし

た。 

 この４年間においては、先ほど申しました３つのコンセプトに基づく政策立案により、

一口では言い尽くせないほどの実績を残され、市民ファーストの市政を推進されてこられ

ました。その結果は、市長自らも実績についての効果を実感しておられ、市民からも及第

点をつけられるのではないかと思っております。 

 藤井市長は、昭和４５年４月に阿波町役場に入庁以来、今日まで約５０年に及ぶ行政経

験を持ち、徳島県内はもとより、全国でも有数の手腕を持つ市長の一人だと思っておりま

す。しかし、４年間の市政を行ってきた中で、市長ご自身も問題点や課題を認識されてい

ると思いますが、私自身の考えを少し述べさせていただきます。 

 まず１つ目でございますが、新しい人の流れづくりについてであります。 

 全国的に人口減少問題は大きな問題となっておりますが、その中でも人口減少にいち早

く取り組み、減少幅を小さくする手段を実践し、効果があらわれている自治体もあるよう

ですが、我が阿波市の人口についても、合併前の２０００年には４町合わせて４万３，８

２３人であったものが、２０１０年には３万９，２４７人、本年１月末では３万６，５６

０人と、２０００年と比較して１，２６３人の減少となっております。 

 阿波市人口ビジョンによりますと、阿波市の人口は２０６０年には１万６，４６４人に

まで減少すると推定されております。市は、その推測により、２０６０年の将来人口目標

を２万７，０００人としておりますが、これは非常に厳しい数字であり、若者の婚姻や出

生率の向上をはじめとして、県内外からの移住促進、企業誘致による働く場所の創出な

ど、多くの対策が必要になってくると思いますが、それらを総合的に担当する部署を設置

し、専門職員を配置することによって人口減少問題に取り組むことが重要であると思いま

す。 
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 例えば移住人口を増加させようとすれば、阿波市の魅力を市の内外へ発信するととも

に、関係交流人口の増加を図るためのイベントの企画などが必要になってまいります。そ

のためには人と予算が必要となってまいります。 

 ２０１９年の県外からの阿波市への移住人口は、県発表で１３０人、阿波市移住交流セ

ンターのまとめでは１２人となっております。関係予算も毎年６００万円前後の決算額と

なっており、十分な活動ができていないのではないかと推測するところであります。 

 数年後に予定されます（仮称）阿波スマートインターチェンジの運用開始を機に土成イ

ンターチェンジと併せて産業や観光の拠点として、また交流人口の増加のための核として

利用していただくためには、藤井市長のご英断が必要でないかと思っております。 

 ２つ目として、第２次阿波市総合計画の中で、市民に対する市の満足度調査の結果が掲

載されておりますが、その中で市民が最も不満を抱いている事柄がバス交通の状況であり

ます。市は、令和元年度からデマンド型乗合交通の実証実験を２年間かけて行い、いよい

よ本年４月からは、市民の方から募集した愛称あわめぐりとして本格運行を実施すること

になっておりますが、まだまだ利用登録者数は１，５９０人と少ない状況であります。２

年間の実証実験運行によって本格運行への要望や問題点を細かく洗い出し、よりよい他市

には勝るとも劣らないものにしていただき、市民の足として定着できることを藤井市長に

望みたいと思います。 

 ３つ目として、次期ごみ処理施設の建設でありますが、市長が抱える課題のうちで最重

要課題であると捉えております。阿波市、吉野川市、上板町、板野町の各家庭から出され

る可燃ごみは、現在中央広域環境施設組合で広域処理を行っており、その処理施設である

中央広域環境センターの稼働期間は令和７年７月までとなっております。吉野川市につい

ては令和７年７月末で同組合を脱退することになっております。現在、市長から示されて

おります令和７年８月から稼働を予定している燃料化方式による新ごみ処理施設を建設す

るための候補地を選定することが急務となっております。現在、阿波市、上板町、板野町

での建設候補地の公募をしておりますが、一日でも早く建設用地の決定をしなければなら

ない時期を迎えておりますが、今後の取組についてのお考えをお伺いしたいと思います。 

 また、そのほかにも、藤井市長が考えておられる課題についてお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（松村幸治君） 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） はばたき笠井安之議員の代表質問１問目の再問といたしまして幾



- 89 - 

つかのご質問をいただいております。 

 まず、１つ目の新しい人の流れづくりについてのご質問でございますが、平成２７年度

から令和元年度までを計画期間とする第１次阿波市総合戦略では、転入、転出者数の均衡

を数値目標として、ふるさと納税制度を活用した情報発信や移住・定住対策などに取り組

んでまいりましたが、全国的な東京圏への一極集中の傾向が続く中、５か年平均で年間１

５０人の減という厳しい状況となりました。 

 今年度からを計画期間とする第２次阿波市総合戦略では、計画最終年度、令和６年度に

転入、転出者数年間７０人の減少を数値目標としております。人口減少問題につきまして

は、継続は力としてこれまでの取組を継続するとともに、加えて若者の定住や転出後のＵ

ターンにつながる取組を強化する必要があると考えているところでございます。 

 次に、人口減少問題は本市の重要な課題であると認識しております。その対策は、多く

の分野にわたることから、各部署が一体となって取り組むプロジェクトチームを設置する

など、全庁一丸の体制づくりを検討しなければならないと考えております。 

 ２つ目の阿波市デマンド型乗合交通についてのご質問でございますが、阿波市デマンド

型乗合交通につきましては、平成３１年４月から実証実験運行を開始しており、開始当初

の６月頃までは月の平均乗車が１日当たり２０人程度でございましたが、右肩上がりに乗

車は増えまして、令和２年１１月には初めて１日当たり４０人を超えました。本年４月か

らの本格運行に当たりまして、今まで利用者の皆様や有識者の皆様からいただいたご意

見、ご要望などを反映し、運行便数や割引料金の適用範囲拡大を行い運行してまいりたい

と考えております。 

 阿波市デマンド型乗合交通は、市民の皆様にとって必要不可欠な公共交通であると認識

しておりまして、本格運行後もご意見、ご要望をいただきながら市民の皆様に親しまれる

地域公共交通として運行をしてまいります。 

 ３つ目の次期ごみ処理施設の建設についてでございますが、令和２年１１月２日から令

和３年１月２９日まで、阿波市阿波町、阿波市市場町、上板町、板野町で新ごみ処理施設

の建設候補地の公募を実施いたしました。その結果、複数の応募がありました。令和２年

８月に新ごみ処理施設整備検討会により候補地として選定されておりました阿波市吉野

町、土成町を除いた候補地も併せて選定評価を再度実施しているところでございます。先

月２月１７日には、阿波市、上板町、板野町の３市町による新ごみ処理施設整備検討会が

開催されておりまして、内容といたしましては、建設候補地の公募結果報告、評価方法、
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評価内容、今後のスケジュールの確認が行われております。そして、次回３月中旬開催予

定の３市町による新ごみ処理施設整備検討会において、選定評価の結果による建設候補地

（案）を絞り込み、管理者である私に報告があると聞いております。この報告を基に、令

和３年３月末日までには中央広域環境施設組合議会において新ごみ処理施設建設候補地に

ついて決定をしていただき、阿波市議会並びに構成町議会に報告をさせていただく予定で

ございます。 

 ご質問いただいたほかにも、スマートインターチェンジ、第３の国難と言われておりま

す新型コロナウイルス感染症から市民の皆様の命と健康を守るための事業など、３本の柱

を中心に継続した取組が必要となると認識しております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井安之君。 

○６番（笠井安之君） 藤井市長よりご答弁いただきました。 

 １つ目の人口減少問題については、どこの自治体でも第一に上げている課題であり、な

かなかおいそれと解決することはできないものでありますが、藤井市長が申されたよう

に、企業誘致やＵＩＪターン者などの移住希望者のための住宅や就職の相談窓口の設置な

ど、たくさんの人が関わらなければ問題の解決につながっていかないと思いますので、ぜ

ひプロジェクトチームの設置をお願いしたいと思います。 

 また、２つ目の阿波市デマンド型乗合交通については、我が会派はばたきの後藤議員か

らも質問予定でありますが、本年４月１日からの本格運行に当たっては、利用者の要望に

耳を傾けていただき、市民の足として定着できますよう重ねてお願い申し上げます。 

 ３つ目の次期ごみ処理施設の建設については、本年度末までには候補地の発表があると

いうことですので、あと少し待ちたいと思いますが、期限が決まっておりますので、一日

でも早く施設の建築が開始できますようお願い申し上げます。 

 このほかにも、市長としてのお考えの阿波市の持つ問題点はたくさんあるようですが、

一つでも多くの問題点の解決に向け、さらなるご手腕を振るっていただくことをご期待申

し上げまして、この項の質問を終わりたいと思います。 

 次に、いよいよ全国民の大きな期待と不安が同居する新型コロナウイルスワクチンの接

種が阿波市でも始まろうとしておりますが、この質問はさきの代表質問に立たれた志政ク

ラブ武澤議員や阿波みらい川人議員と重複した質問もあるかと思いますが、理事者の方に

はご答弁をよろしくお願いいたします。 
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 医療従事者の方々には、今日に至るまでのご苦労と献身的なご尽力に対しまして心より

感謝申し上げる次第でございます。そして、今回のワクチン接種についても、医療従事者

の方々には新たな負担をおかけすることになることに対しましても、頭の下がる思いでご

ざいます。 

 阿波市においては、今日現在で、先ほどもご報告がありましたように、１１名の方が陽

性となり、一日も早い全快に向けて新型コロナウイルスと闘っておられると思っておりま

す。国内の新型コロナウイルスワクチン接種については、既に一連の接種手順や優先順位

が示されております。現在、国において示されておりますワクチン接種の優先順位は、医

療従事者が約４万人、６５歳以上の高齢者３，６００万人の接種を行い、その後６４歳以

下の基礎疾患等のある方と高齢者施設の従事者、続いて６４歳以下、１６歳以上の一般の

方という順番になっております。 

 しかしながら、本格的なワクチン接種が行われるまでにいろいろとクリアしなければな

らない問題が山積みされていると思います。２月１３日付の徳島新聞にも徳島県内の市町

村が抱える不安についての調査記事が掲載されておりました。その中で最も多かった問題

点は、医療スタッフの確保で、市町村の４分の３に当たる１８市町村が不安材料に上げて

おります。次に、ワクチンの管理が１５市町村、接種会場の確保についてが１４市町と続

き、その他にも移動手段の確保や接種記録の管理などとなっておりました。阿波市もその

調査結果と同様の問題を抱えていると思います。 

 そこで、１つ目の質問として、阿波市においても国が示した手順に従って実施していく

ことが可能なのか。それとも、自治体にある程度の裁量権を与えられて臨機応変に対応で

きるのか。例えばワクチン接種の順番において、基礎疾患を持つ６４歳以下という条件が

ありますが、糖尿病や高血圧の治療を行っている人や膠原病をはじめとする特定疾患など

の特定が可能なのかが不明であります。恐らく個々の申告に基づかなければならないと考

えておりますが、その取扱いはどうなるのかお伺いしたいと思います。 

 また併せて、接種場所の決定はいつ頃になるか、市が考えている場所があればご答弁い

ただきたいと思います。 

 ２つ目の質問として、接種場所が数か所に分散した場合の関係人員はどの程度必要にな

り、人員確保は大丈夫なのか、お伺いしたいと思います。 

 ３つ目の質問として、ワクチンの接種が間もなく始まる時期が決まった時点で、接種開

始までの時間がなくなることが考えられますので、接種の事前演習を行う予定があるのか
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についてもお伺いいたします。 

 また、４つ目の質問として、ワクチンの接種対象者に辞退者が出た場合の過剰ワクチン

を高齢者施設等の従事者に優先的に流用できないのか。例えば高齢者施設等の従事者は、

医療従事者に匹敵するぐらい施設利用者に対して新型コロナウイルスに対する蔓延防止対

策に取り組んでおられます。施設従事者の方々は、時には親兄弟との接触も自粛し、施設

がクラスターにならないように日々努力されていると聞いております。もちろんほかの業

種に従事されている方も新型コロナウイルス感染拡大の防止に努力されているとは思いま

すが、抵抗力の弱い高齢者に関係する職業は優先されてもいいのではないでしょうか。 

 このような緊迫した状況を一日でも早く解消するためには、ワクチンの接種を速やかに

実施できるように活用方法を検討しなくてはなりませんので、以上のことにつきまして妹

尾健康福祉部長にお伺いしたいと思います。 

○議長（松村幸治君） 妹尾健康福祉部長。 

○健康福祉部長（妹尾浩子さん） はばたき笠井安之議員の代表質問２問目、新型コロナ

ウイルスワクチンの接種について４点のご質問をいただいておりますので、順次ご答弁を

申し上げます。 

 １点目の新型コロナウイルスワクチンの接種手順と接種の優先順位や接種場所の決定は

いつ頃になるのかについてでございますが、接種手順につきましては、国から示された優

先順位を踏まえ、まず接種を受けるのに必要な接種券を市から順次対象者へ郵送いたしま

す。この接種券につきましては、令和４年３月３１日時点での満年齢に基づき、７５歳以

上の方、６５歳以上から７５歳未満の高齢者の方に３月下旬から順次発送し、次に基礎疾

患を有する方、６４歳以下の方につきましては４月下旬以降に順次発送予定としておりま

す。この接種券が届きましたら、コールセンターにご自分で予約をしていただき、順次接

種することとなっております。現在、接種希望者が日頃から持病や体調のことで相談し、

安心して接種ができるかかりつけ医での接種の体制の構築を阿波市医師会と調整中でござ

います。今後、ワクチン接種をスムーズに実施するため、ワクチン接種実施計画を２月下

旬をめどに策定予定としておりますので、接種場所につきましては実施計画の中で提示で

きるのではないかと考えております。 

 次に、２点目の接種場所が複数になった場合の関係人員の確保はどれぐらい必要になる

のかについてでございますが、人員の確保につきましては、現在阿波市医師会と接種の協

力医療機関数や接種可能な人数について調整中でありますが、仮に集団接種で行う場合は
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医師や看護師の派遣についてもご協力いただけることになっております。また、本市に在

住されている退職をされた医師の方にもお話をさせていただき、調整しており、看護師に

つきましても県の看護協会へ協力依頼を行っております。加えて、受付や会場整理など、

医療職以外の人員につきましては、市役所職員を配置し、全庁を挙げて対応してまいりた

いと考えております。 

 次に、３点目のワクチン接種の事前演習は実施するのかについてですが、今回のワクチ

ン接種につきましては、医療従事者の接種が本市では基本型接種施設である阿波病院を中

心に先行される予定となっております。事前演習につきましては、本市の保健師や看護師

等の職員を阿波病院等での先行の接種場所へ派遣し、接種に関する業務のサポートを行う

ことで接種会場での動線や流れを今後の課題として認識できるものと考えております。そ

の認識された課題等を対策班を中心とした職員間で共有をし、阿波市医師会とも連携をし

ながら４月以降のワクチン接種に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、４点目のワクチン接種に対象者の辞退者が出た場合の余剰ワクチン活用方法はど

のように対処するのかについてですが、今回承認をされましたファイザー社製のワクチン

の取扱いについては、５日間で使い切ることとなっており、またワクチン１バイアルは５

回分となっていることから、基本的な予約数を５の倍数とすることになっております。現

在、厚生労働省から辞退者が出た場合の対応については示されておりませんが、ワクチン

ができるだけ無駄にならないように調整や仕組みづくりを行ってまいりたいと考えており

ます。今後、ワクチン接種につきましては、阿波市医師会と十分な協議を図りながら、市

民の皆様へスムーズな接種が行えるよう、全職員で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井安之君。 

○６番（笠井安之君） 妹尾健康福祉部長のご答弁によりますと、１点目のワクチン接種

の手順や優先順位については、間もなく示されるワクチン接種実施計画により行うとのこ

とであります。なかなか国の方針が示されなかったり、示されても二転三転するというこ

とで、担当する側も方針の決定が難しいと思いますが、できるだけの準備をお願いしたい

と思います。 

 ２点目の関係人員の確保については、阿波市医師会や協力医療機関、また退職された医

師や看護協会に協力をお願いしているとのことでありました。 
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 ３点目のワクチン接種の事前演習については、保健師や看護師等を阿波病院等に派遣

し、業務のサポートを行うとのことであり、阿波市自体の事前演習はしないと理解してお

ります。 

 ４点目の余剰ワクチンの活用方法は、現在のところ取扱いの方法が示されていないが、

調整や仕組みづくりを確立していくとのご答弁をいただきました。ご答弁を総括します

と、まだまだ流動的な事柄が多く、臨機応変な対策が必要だということだと思います。ど

うかワクチン接種が安全かつスムーズに実施できますよう適切な措置をお願い申し上げま

す。 

 次に、新型コロナワクチンの接種が４月から始まり、ある程度時間が経過した時点で、

ワクチン接種を受けなかったり、基礎疾患などの理由によりワクチン接種を受けることが

できなかった市民に対して、ほかの手段による新型コロナウイルス感染症対策が必要にな

ってくるのではないかと思っております。また、一部地域には緊急事態宣言が発せられて

いる中でも、３月、４月は進学や就職に伴う引っ越しをはじめ、人の移動が多い時期であ

ります。やむを得ず県外への移動が必要となった場合には、移動前や本市への帰郷には周

りの人に迷惑をかけないように外出を控えるなどの新型コロナウイルス感染への不安が付

きまとってまいります。そんなときに、不安を少しでも払拭するための方法として、ＰＣ

Ｒ検査があります。新型コロナウイルス感染症が流行し始めた頃は検査費用もなかなか高

額であったため安易には検査を受けることができませんでしたが、最近では検査費用も１

万円前後からと、比較的安価となり、自宅で唾液を採取して関係機関に送付するだけで短

時間で検査ができるようにもなりました。全国の自治体においても、このＰＣＲ検査に対

して助成を行っているところが多くあります。助成額は１回につき３，０００円から２万

円程度が多いようであります。そこで、再問として、阿波市としてもＰＣＲ検査の費用の

助成について春木副市長に市の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（松村幸治君） 春木副市長。 

○副市長（春木尚登君） はばたき笠井安之議員の代表質問２問目、新型コロナワクチン

接種についての再問、ＰＣＲ検査の実施経費を市が助成してはどうかについて答弁いたし

ます。 

 県などの指定機関で行われているＰＣＲ検査につきましては、濃厚接触者や高熱、息苦

しさ、強い倦怠感等の症状があり、かかりつけ医や受診相談センターに相談いただいた方

については、指定医療機関においてＰＣＲ検査を自己負担なしで受けることができます。 
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 しかし、個人の事情によりＰＣＲ検査を受ける場合は検査費用を自己負担することにな

っておりますが、本市ではＰＣＲ検査の費用負担については行っておりません。 

 本市といたしましては、まずは現在準備を進めておりますワクチン接種を第一に優先す

べきものと考えておりまして、市民の皆様の関心事であるスムーズなワクチン接種に向け

て体制を整えてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただけますようよろしくお願

い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井安之君。 

○６番（笠井安之君） 春木副市長にご答弁いただきました。 

 ご答弁によりますと、新型コロナウイルス濃厚接触者や高熱、息苦しさ、強い倦怠感の

症状があり、かかりつけ医や受診相談センターに相談した場合はＰＣＲ検査を自己負担な

しで受けることができるが、個人の事情によりＰＣＲ検査は自己負担となっているとのご

答弁がありました。 

 本市においては、現在進めているワクチン接種を第一に優先するべきと考え、ＰＣＲ検

査の助成は考えていないとのことでありました。しかし、今後阿波市においてクラスター

の発生や陽性者が多数発生した場合には、検査の無料化や一部負担についても行わなけれ

ばならないときもできてくるかと思っております。 

 また、先ほど申しましたように、進学や就職による引っ越し作業など人の移動を余儀な

くされた場合には、帰郷後の誹謗中傷も懸念されるわけでありますので、ぜひ再考をお願

いしたいと思います。 

 阿波市民をはじめ、全世界の皆さんが一日も早く新型コロナウイルス感染症による恐怖

から解き放たれ、安心して笑顔で毎日が送れるようになることを祈りながら、この項の質

問を終わりたいと思います。 

 続きまして、ため池ハザードマップの運用についてお伺いいたします。 

 ため池ハザードマップとは、大雨や地震等の発生によりため池が決壊するおそれがある

場合また決壊した場合に備えて、迅速かつ安全に避難できるよう、浸水が想定される地域

や避難場所等を示した地図です。全国にあるため池の多くは老朽化が進行しており、近年

の局地的な大雨や大規模地震の発生により各地のため池で被害が想定されております。 

 本年１月に市内の各家庭に配付された阿波市ため池ハザードマップは、市内のため池の

位置や災害においてため池からの溢水による被害を最小限に食い止めるため、市民の皆さ
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んに注意喚起を促すためのものだと思います。しかし、市民の方は、自分の近くにある池

がどれだけの雨量で池の土手から水があふれ出すのか、またどの程度の地震で土手が決壊

するのかについても知りたいのではないかと思います。せっかく作成したため池ハザード

マップを市民の方々が災害時に役立てていただくためには、情報量が少な過ぎるのではな

いでしょうか。ハザードマップの作成段階において、住民と行政とでワークショップやリ

スクコミュニケーション等を実施し、住民にハザードマップ作成に主体的に参加している

という意識づけを行うことでハザードマップの利活用の促進に非常に役に立つのだと思い

ます。 

 今回のハザードマップを市民の方が災害が発生したときの避難行動に役立てていくため

には、もう少し情報量を増やしていかないと、ただ単に市民の不安をあおるだけだと思い

ます。 

 阿波市議会においても度々取り上げられております南海・東南海地震や中央構造線直下

型地震に対する取組については、いろいろと対応が議論されてまいりました。住宅や橋梁

の耐震補強は逐次進められており、発災時の対応は進んでいるように思います。 

 そこで、１つ目の質問として、今回のため池ハザードマップに掲載された阿波市内のた

め池は、貯水量においては徳島県内では２番目となる１６万４，０００立方メートルの阿

波町にある別埜池や、同じく３番目の１２万立方メートルの市場町と阿波町の境にある上

池をはじめとして７２か所があります。これらのため池に対して、徳島県による耐震診断

が順次実施されていると聞いております。その進捗状況と、結果がどのようになっている

のかについてお伺いいたします。 

○議長（松村幸治君） 岩佐産業経済部長。 

○産業経済部長（岩佐賢二君） はばたき笠井安之議員の代表質問の３問目、ため池ハザ

ードマップの運用方法について、ため池ハザードマップに掲載されたため池の耐震診断の

実施状況はどうなっているのかについて答弁させていただきます。 

 議員のご質問のとおり、全国のため池の多くは老朽化が進行し、近年の大雨や地震によ

り被害が発生しております。そのため、平成３０年７月の豪雨災害を契機に、農業用ため

池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、農業用ため池の管理及び保全

に関する法律が令和元年７月に施行されております。農業用ため池のうち、農林水産省が

定めた要件である決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設が存在し、人的被害を与える

おそれのあるため池は、防災重点ため池とされ、本市では７２か所のため池が徳島県によ
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り選定されており、これらの防災重点ため池に対して、市民の安全・安心の確保を目指す

ために、ソフト、ハードの両面から対策を講じているところでございます。 

 ソフト対策としましては、昨年末にため池ハザードマップを作成し、本年１月に全世帯

へ配布を行ったところでございます。市民の皆さんにおかれましては、各家庭や職場など

の周辺の状況、避難場所や避難経路について改めてご確認をいただき、地域における防災

活動にお役立ていただけると考えております。 

 また、ハード対策として、ご質問いただきましたため池の耐震診断の実施状況につきま

しては、徳島県より３５か所の耐震診断が完了しております。耐震診断では、ため池の堤

体斜面の安定性や液状化の可能性を調査し、地震時の健全度合いの判定がされておりま

す。結果としましては、健全度が高い池が５か所、健全度がやや低い池が６か所、健全度

が低い池が２４か所となっております。 

 なお、耐震診断が行われていないため池のうち３か所については、今年度徳島県により

地質調査を実施し、令和３年度に耐震診断が行われる予定となっております。 

 また、残りのため池３４か所につきましては、早急に耐震診断を実施していただけるよ

う徳島県へ要望してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井安之君。 

○６番（笠井安之君） 岩佐産業経済部長よりご答弁いただきました。 

 ご答弁によりますと、耐震診断ではため池の堤体斜面の安定性や液状化の可能性が調査

され、地震時の健全度が判定されているとのことでした。阿波市内７２か所のため池のう

ち３５か所の耐震診断が完了しており、結果としては健全度が高い池が５か所、やや低い

池が６か所、健全度が低い池が２４か所となっているとの報告をいただきました。 

 また、残された３４か所の池についても、早急に耐震診断を実施していただけるように

徳島県に要望していくとのご答弁をいただきました。 

 しかし、耐震調査を受けただけでは何の役にも立ちません。７２か所全ての調査を完了

した時点で、その結果の公表し、健全度の低いため池については早急な対策工事を実施

し、市民の安全・安心を確保していかなければ、ため池ハザードマップを作成した意味が

薄れるのではないでしょうか。 

 そこで、再問として、ため池の耐震診断調査に基づく市内のため池の耐震補強工事を実

施する見込みについて、岩佐産業経済部長にお伺いいたします。 
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○議長（松村幸治君） 岩佐産業経済部長。 

○産業経済部長（岩佐賢二君） はばたき笠井安之議員の代表質問の再問、診断に基づく

市内のため池の耐震工事実施見込みはについて答弁させていただきます。 

 耐震工事につきましては、耐震診断の結果に基づいて、ため池の所有者や管理者の意向

を確認した上で、堤体補強などの耐震工事が必要なため池については、国や徳島県、地元

土地改良区などと十分協議を行いながら判断してまいりたいと考えております。 

 なお、本市においては、県営事業で平成３１年度に市場町の源太池の堤体耐震工事が完

了したほか、今年度から市場町の第１金清池において事業に着手しているところでござい

ます。 

 また、防災重点ため池の防災工事などを集中的かつ計画的に推進することを目的とし

て、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法が令和２年１０月

１日に施行されたことから、国や徳島県、地元土地改良区などと連携を図りながら、集中

的、計画的にため池防災施策を推進し、市民の皆様の安全・安心の確保を目指すよう努め

てまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 笠井安之君。 

○６番（笠井安之君） 岩佐産業経済部長よりご答弁いただきました。 

 市内のため池に対する耐震工事については、ため池の所有者や土地改良区等の意見を確

認した上で、工事の必要なため池については関係機関と協議して判断するということであ

りましたが、耐震診断の結果、工事が必要であればぜひ早急に工事を実施していただきた

いと思います。 

 また、ため池本体の耐震工事を実施するのはもちろんのことでありますが、もしため池

の堤体が地震やその他の災害により倒壊または決壊した場合、貯留水が一気に流れ出るこ

とも想定し、対策を事前に行うことも大事ではないでしょうか。例えば先ほど申しました

阿波町の別埜池周辺には、災害が起きたときの貯留水を排水する排水路が整備されており

ません。ほかのため池周辺においても、地域を一帯としてため池の耐震工事を行うのか、

それとも周辺整備を優先して整備していくのかについて検討していかなければ、地域の安

全は守れないのではないかと思っておりますので、その辺も併せて調査の上、早期に事業

着工ができますようご検討をお願いしておきます。 

 既に平成３１年度から市場町の源太池が、令和２年度からは同じく市場町の第１金清池
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の整備が実施されているとのことでありましたが、今後も引き続き残されたため池につい

ては、危険度の度合いを考慮し、国、県との連携を図りながら優先順位を早く決定すると

ともに、早期に工事を実施していただける準備をお願いして、今回の私の代表質問全てを

終わります。 

○議長（松村幸治君） これではばたき笠井安之君の代表質問が終了いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

            午後２時０６分 休憩 

            午後２時２０分 再開 

○議長（松村幸治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、阿波清風会樫原伸君の代表質問を許可いたします。 

 阿波清風会樫原伸君。 

 

○１０番（樫原 伸君） ただいま議長の許可をいただきましたので、１０番樫原伸、阿

波清風会を代表して質問いたします。 

 ０．１ミクロン、インターネットで調べますと、コロナウイルスの大きさは０．０００

１ミリだそうです。この目に見えないウイルスは、２４７万人の命を奪って、経済損失も

１，３００兆円との試算も出ており、世界に深刻な影響を及ぼしております。今なお自粛

を強いられる現状ですけども、ようやくここに来て最後のとりでであります感染拡大防止

の切り札とも言えるワクチン接種が始まり、終息への期待が高まっております。 

 我が国においても、医療従事者に向けての先行接種を開始しております。そして、阿波

市でも、春木副市長を本部長とした新型コロナウイルスワクチン対策本部を立ち上げて、

健康推進課内に対策班、プロジェクトチームを設置して、円滑な接種に向けて準備を進め

ているようです。このワクチン接種は、我が国にとりましても、そして阿波市にとりまし

ても、重要なことでありますので、さきの議員と重複していない部分を４点質問させてい

ただきます。 

 まず１点目は、ワクチンに対する正しい知識、その安全性、社会から見た有益性といっ

たものをどのように周知していくのか、この点です。 

 徳島新聞が行いました感染症に対するワクチン接種を希望するかというアンケートに、

したくないと答えた方が３割近く上ったとありました。私の周りにはそういう人はいませ

んが、全国的に見ても、３割近い人が希望しない、様子を見てからということなんでしょ
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うか。要因として、何年前だったですか、ちょっと忘れましたが、はしか、おたふく風

邪、それと風疹、この３種ワクチンの例で、当初国は１０万人から２０万人に１人と言っ

ていたものが、１，８００人もの発症者が出たために使用中止となりました。最近では、

２０１３年に定期接種が定められました子宮頸がんワクチン、これも全国で副作用が相次

ぎまして、今は積極的な勧奨を差し控えられております。こうした背景もあって、約３割

の人が接種を希望しないにつながっているのではないかと思います。 

 そこで、この４月から集団接種をスタートする前に、このワクチンに対する正しい知

識、そういったものを周知すべきと考えます。ワクチンはウイルスに対する免疫をつくる

もんですけども、今回我が国が契約しているファイザー社やモデルナ社のワクチンは、こ

れまでの弱らせたウイルスを体内に注入して免疫をつくるというそういう従来のものと違

って、体内の細胞にウイルスの遺伝子情報を注入して免疫を刺激するたんぱく質をつくっ

て、そのたんぱく質によって防御免疫ができる遺伝子ワクチンと呼ばれているもので、こ

うしたワクチンの違いについても広く伝えるべきだと思います。そして、体内に異分子を

注入されたら人の体の中で戦争が起こります。そして、人それぞれですけども、無症状の

方もいますし、だるさを感じたり、アナフィラキシーショックという重い症状が出る人も

います。そして、ワクチンを打ったら必ず感染症にかからないか。そうではないですね。

１００％ではないです。こうした安全性や有効性に関して、これはもう国が発表するデー

タからしか読み取ることはできないと思いますけれども、安全性そして有効性をできるだ

け分かりやすく広報して理解を高めていただきたいと思います。 

 そして、有益性です。このワクチンを接種して体に中に抗体をつくっておくと、病原体

が体に入ってきても抗体がやっつけてくれます。今回でしたら、コロナ感染症にかからな

いじゃなくて、かかりにくくなります。そして、まず自分の身が守れること、そして感染

症と闘うための免疫を一人一人が持つことによって集団免疫ができます。そして、感染症

に対する社会全体の抵抗力が高まりますので、社会全体を防衛することにつながります。

これによって、接種を希望しない先ほど言いました３割の方、また接種をしないを選択し

た妊婦さんや既往症を持つ高齢者の方、このいずれもワクチンを打たないといいますか、

打てない人を社会全体で守れる、そういうふうに理解してもらえれば、今３割近い人が接

種を受けるリスク、受けないリスク、これで非常に慎重になってると思いますので、その

点有益性をしっかりと公表することによって理解してもらいやすいのではないかと思いま

す。そうしたワクチンの正しい知識、安全性、有効性、有益性をどのように周知していく
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のかお聞きします。 

 ２点目に、集団免疫を獲得するためには、免疫を持つ人が何人必要なのか、接種率はど

のくらいなのか、お聞きします。 

 専門家の間では、約６割の人が免疫力を持つと感染は収まると言われております。阿波

市の想定している接種率を教えてください。 

 ３点目、阿波市におけるワクチンの集団接種体制は先ほど聞かせていただきましたけど

も、まだ会場がどこになるかは発表されていませんが、会場でまず受付をして、医師によ

る問診があって、そしてよくテレビで出てきますけども、今回は皮下注射じゃなくて直角

にプスッと打つ筋肉注射となります。会場へ行くわけですから、車を持たれている方は問

題ないんですけども、交通手段を持たない障害のある方、また一人暮らしの方にはどのよ

うに対応していくのか、お聞きしたいと思います。 

 ４点目、経過観察時間の活用について、質問というか、提案とさせていただきます。 

 接種後副作用が出る人がいます。一般的には１５分以上。過去に予防接種などで体がだ

るいとか痛みを感じたとか、何らかの副作用が出た人は３０分以上待機することになって

いるようです。１５分から３０分、インフルエンザなどの予防接種を受けている人でも、

今回は初めてのワクチンですので、多少不安を抱えながら待ち時間を過ごされると思いま

す。 

 そこで、その時間を企画総務課で作っているＰＲ動画、それから危機管理局でも応急担

架の作り方であったり、ＡＥＤの使い方、そういったことをＤＶＤに収めております。多

分健康推進課でもそういった健康増進のＤＶＤがあると思うんですけども、そうしたツー

ルを見てもらうことによって不安を解消して、さらに市民の皆さんに阿波市の魅力を感じ

てもらって、危機意識もこれまで以上に高めてもらえる、そういう思いがありますので、

以上４点、一括して答弁を求めます。 

○議長（松村幸治君） 妹尾健康福祉部長。 

○健康福祉部長（妹尾浩子さん） 阿波清風会樫原伸議員の代表質問１問目、新型コロナ

ウイルスのワクチン接種について幾つかのご質問をいただいておりますので、順次ご答弁

を申し上げます。 

 １点目のワクチンの正しい知識、ワクチンの安全性、有益性の周知をどのように図って

いくのかについてでございますが、今回実施される新型コロナウイルスワクチンの接種に

つきましては、市民の皆様も大きな関心を持っておられると考えております。本市といた
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しましても、ワクチンの安全性など正確な情報を市民の皆様に分かりやすくお伝えするこ

とが重要であると考えており、本市の広報や３月中旬をめどにホームページ、ＡＣＮでの

動画放送などで周知を図る予定としております。この中で、市のホームページではワクチ

ン接種に関する特設ページを開設予定としており、より市民の皆様に正確で分かりやすい

情報をお伝えできるよう準備を進めております。 

 次に、２点目のワクチンによる集団免疫を高めるために接種率はどのくらい想定をして

いるのかについてでございますが、先般の大阪府の接種に関するアンケート調査結果によ

りますと、接種を希望すると回答した人が６割程度であったと報告をされております。議

員ご質問の本市での接種率の想定でございますが、今年度実施をしております６５歳以上

の高齢者のインフルエンザ予防接種の接種率が現在のところ７割弱となっていることか

ら、本市における接種率は７割程度と想定しておりますが、より多くの市民の皆様に接種

をしていただけるよう啓発活動にも取り組んでまいります。 

 次に、３点目の障害者、独居老人への接種対応についてでございますが、本市におきま

しても、障害のある方や一人暮らしの高齢者の方などへの接種対応につきましては、しっ

かりと対応すべき課題であると認識をしております。 

 この課題解決に向け現在検討を行っているところではございますが、現時点では明確な

ご答弁を申し上げることはできませんが、今後阿波市医師会や市地域包括支援センター、

市社会福祉協議会等との連携を図り、取り組んでまいりたいと考えております。 

 最後、４点目の接種後１５分から３０分の経過観察時間の有効活用についてでございま

すが、２月下旬をめどにワクチン接種実施計画を策定予定としているため、接種会場は決

まっておりませんが、接種会場での運営等についても現在検討を進めているところでござ

います。 

 議員ご質問の接種後の経過観察時間の有効活用につきましては、接種会場の規模等にも

よりますが、情報機器等を設置し、健康、生活、防災情報などの提供を図ってまいりたい

と考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 樫原伸君。 

○１０番（樫原 伸君） 部長は今答弁どころではないのではないかと心配をしましたけ

ども、今答弁を聞かせていただきまして、この取組に向けて着々と準備を進めてしてくれ

ているようで安心しました。 
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 私は、１１年間阿波市の行政力を議員目線で見てきまして、職員個々の資質、能力、ス

キルの高さから、阿波市の行政力は非常に高いと思っております。これはお世辞抜きで

す。ですから、今回のワクチンの集団接種を円滑に行うというこのミッションをそらもう

完遂してくれるものと、プロジェクトチームに全幅の信頼を寄せていますが、現実的には

課題も多くて大変だろうと思います。 

 そこで、市長に再問ではありませんが、要望させていただきます。 

 今世界に広がりを見せたこの新型コロナウイルス、世界の国々が感染対策を打ち出し

て、国民に協力を呼びかけております。そこで、非常に印象に残ったリーダーがいます。

ドイツのメルケル首相、ニュージーランドのアーダーン首相、これ２人とも女性ですが、

国民に自粛要請やワクチン接種を、ペーパーの棒読みでなくて自分の言葉でストーリー性

を持ってしっかりと訴えておりました。あえて我が国の総理大臣に言及しませんけども、

優れたリーダーとはやはりかくあるべきと強く思った次第です。 

 今見切り発車とも取られかねないワクチン接種ですが、肝腎のワクチンの量の確保が不

透明では実施する地方自治体は大変だと思いますので、ぜひ藤井市長の言葉でワクチン接

種の協力要請のメッセージを発していただきたいと思います。 

 以上、このことをお願いして、２問目に移ります。 

 ２問目は、地域防災力の向上についてであります。 

 その１点目、消防団員の処遇改善についてお聞きします。 

 阿波市内における火災、残念ながらゼロではありません。また、近年集中豪雨などによ

る甚大な被害が多発しております。火災が発生したら真っ先に駆けつけるのが地元の消防

団です。豪雨などの災害から地域住民を守るのも消防団員だと私は思っています。このよ

うに大規模災害が多発している中で、地域防災の中核を担う消防団員の減少が止まらない

と報道されておりました。ご承知のとおり、消防団は市町村の非常勤の消防機関で、全て

の市町村に設置をされております。したがいまして、様々な職種の人で構成をされており

ます。公務員、農業者、会社員、ほかに本業を持つ団員が消火活動や行方不明者の捜索活

動に当たってくれております。 

 昨年の熊本県を中心にした豪雨では、延べ１０万人以上の消防団員が救助など重要な役

割を果たしたと知って、この地域密着型の消防団は欠かせない組織だと再認識した次第で

す。皆さん、災害は激甚化、多発化しております。そして、団員の役割も増えていると思

われますし、危険度も同様に増していると思います。この団員の減少による地域防災の弱
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体化が進んでいないかが心配であります。 

 そこでお聞きします。 

 国も、昨年防災・減災や国土強靱化を推進するために１５兆円の事業規模となる５か年

加速化対策を決めて、消防団員を確保する対策を始めております。そこで、阿波市におけ

る団員確保に向けた取組についてお聞きしたいと思います。 

○議長（松村幸治君） 吉川危機管理局長。 

○危機管理局長（吉川和宏君） 阿波清風会樫原伸議員の代表質問の２問目、地域防災力

の向上についての１点目、消防団員の処遇改善についてのご質問に答弁させていただきま

す。 

 平成２３年３月１１日の東日本大震災の教訓から、消防団を中核とした地域防災力の充

実強化に関する法律が制定され、地域防災力の強化が求められるようになりました。これ

を受け、本市では地域防災力の中核である消防団の充実強化を図るため、国や県、消防協

会と連携し、団員の加入促進と装備品等の充実に取り組んでいるところです。 

 まず、加入促進の取組につきましては、地域をよく知る団員からの勧誘や消防団ＰＲポ

スター等の掲示、消防団協力事業所の認定などの加入促進を行っています。これらの取組

によりまして、本市消防団員数は、県内においてもトップクラスの充足率となっており、

令和２年４月１日現在、条例定数５６４名に対し実人員数は５４８名で、充足率は９７．

２％であり、県内８市における平均充足率９１．２％を大きく上回っている状況です。 

 次に、装備品等の充実の取組につきましては、平成２７年度には消防団員を災害現場で

の事故から保護するための編上靴を、平成２８年度には災害時に使用する資機材として災

害救助用ボートやドローン、土のう製造器、災害用バイク、チェーンソーなどを整備して

おります。平成３０年度からは、消防団員を火災消火時の事故災害から守るための防火服

一式を各分団に計画的に支給するとともに、令和元年度には、災害時の安全性の確保と夜

間活動時の視認性を高めるため、全消防団員５４８名に新基準の活動服の支給を行ったと

ころです。令和２年２月には、県内市町村で初となる高性能排水ポンプ車を導入し、台風

や集中豪雨時の内水氾濫による住宅地や道路の冠水を防げます。加えて、令和２年度から

は、消防車両更新計画に基づき、３か年計画で吉野方面の７台を更新する予定であり、今

年度は小型動力ポンプ積載車及び消防ポンプ自動車を吉野方面第１分団、第３分団、第５

分団にそれぞれ３月末までに配備いたします。さらに、今月初めには、徳島県消防協会の

推薦により、公益財団法人日本消防協会から消防団防災学習・災害活動車両としてワンボ
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ックス型の消防車両を寄贈していただきました。運用は阿波市消防団救援機動隊が担いま

す。 

 一方、本市における消防団の体制につきましては、平成１７年の市町村合併以降、市内

３０分団の編成に加え、平成２３年に防火、防災の啓発活動を行う女性消防班、平成２８

年には本市職員で結成した救援機動隊を団本部機能別消防班として追加し、体制を強化し

ております。 

 今後におきましても、消防団員の一人一人の身の安全の確保と処遇改善を考慮しつつ、

地域防災力の強化に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 樫原伸君。 

○１０番（樫原 伸君） ただいま吉川局長の答弁をお聞きして、これまでの消防団ＰＲ

ポスターなどを使っての加入の取組であったり、消防団の充実強化に向けてたくさんおっ

しゃってました。編上靴などの装備からポンプ車の更新など、いろんな対策、取組をされ

ているということで、今答弁にはありませんでしたけど、詰所の新築など、そういったハ

ード面での取組も私は認識しております。今おっしゃられたこうした取組といいますか、

支援によって阿波市の消防団員数は県内トップクラスの充足率であるということもよく分

かりました。 

 しかしながら、条例定数５６４人の阿波市においても、僅かですが毎年団員の減少が続

いております。この人員減少の要因として、地域社会と消防団とのつながりが薄れてきて

いることや、サラリーマンとして働く人が増えてきて、消防団活動との両立が難しいとい

うことのほかに、対価の低さも指摘をされております。昼夜を問わず危険を伴う消火活動

や行方不明者の捜索活動、この団員の献身的な取組に報酬や出動手当で処遇改善を求める

書簡が総務省から各自治体に送付されました。消防団員は皆さん基本的にボランティア精

神で活動されておりますので、報酬や手当、これを引上げることが果たして団員確保の有

効策なんか、私としては非常に聞きにくいんですけども、あえて現在支給されていない出

動手当について阿波市の見解を聞かせていただきたいと思います。 

 それともう一点、農業従事者である消防団員への優遇措置についてであります。 

 消防団員の成り手がいなくなっては地域防災の基盤が揺るぎかねませんが、農業振興を

訴える私の視点から要望、質問をさせていただきます。 

 阿波市は、農山村地帯で、基幹産業は農業であります。消防団員の中には、農林業に従
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事している方がたくさんおいでると思います。農業従事者で消防団に入ってる人が阿波市

の基幹産業を支え、国土保全を担っているのですから、その観点に立っていただいて、農

業経営面での優遇措置を設けて、農業を営むそして地域防災の役割を担ってもらう。そう

した阿波市で住み続けられる環境を整えることによって農業従事者が消防団に積極的に参

加できるのではと考えます。この答弁については春木副市長にお願いをいたしたいと思い

ます。 

○議長（松村幸治君） 吉川危機管理局長。 

○危機管理局長（吉川和宏君） 阿波清風会樫原伸議員の代表質問の２問目の１点目、消

防団員の処遇改善についての再問の１点目、出動手当の支給について答弁させていただき

ます。 

 消防団員に対しましては、阿波市非常勤職員報酬として消防団員報酬と各分団へ運営費

補助金を支給しております。 

 議員ご質問の消防団の出動手当につきましては、本市の場合は支給しておりませんが、

火災現場への出動をはじめ、水害対策や行方不明者の捜索、毎月の定例会や消防ポンプ等

の点検、各訓練等の活動に対し分団運営費補助金で対応しております。 

 先日、総務省消防庁は、自治体が消防団員の出動１回につき支払うべき手当の基準を定

める案を、有識者らで構成する消防団員の処遇等に関する検討会に示し、団員の人員確保

に向けた議論を進めています。 

 本市といたしましては、総務省消防庁や近隣市町の動向を注視しながら、引き続き消防

団員の処遇等について研究していきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 春木副市長。 

○副市長（春木尚登君） 阿波清風会樫原伸議員の代表質問の２問目の１点目、消防団員

の処遇改善についての再問の２点目、農林業従事者である消防団員への農業経営面での優

遇措置について答弁をさせていただきます。 

 現在、本市の消防団員は５４８名で、うち７０名程度が農業に従事されており、平日や

休日、また昼夜を問わず火災や台風等の発生時には緊急に出動していただいております貴

重な存在でございます。また、議員お話しのとおり、農業従事者で消防団員の方は、本市

の基幹産業である農業を支え、国土保全に貢献していることも事実でございます。しかし

ながら、農業に従事する消防団員に限りまして農業経営面での優遇措置を講じることにな
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れば、市内の他の農業者との均衡が取れず、農業行政を進める上で不公平感が生じる可能

性も考えられます。また、同じ消防団員の中には様々な職業の方が在籍しており、他産業

分野との均衡の観点からも、農業従事者である消防団員に対する農業経営面での優遇措置

については難しいものと考えます。 

 本市では、共同利用する農業機械の導入や６次産業化への取組支援など、頑張る全ての

農業従事者が利用しやすい、きめ細やかな農業振興施策を実施しておりますので、農業従

事者である消防団員の方にもその利用につきましてぜひ検討していただければと考えてお

ります。よろしくお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 樫原伸君。 

○１０番（樫原 伸君） 今、答弁で、阿波市では合併当初から消防団員個々の報酬と消

火活動や行方不明者の捜索活動、消防ポンプ車の点検、そういった活動に対して各分団運

営費補助金として支給対応しているとの答弁でした。このように、交付金算定された報酬

を２本立てで支給をしている阿波市モデル、この内容について現役の消防団員の方に聞い

てみましたら、見直してほしい、そういう声は聞かれませんでした。しかしながら、国の

ほうでは、出動に関しての対価も含めて報酬全体の底上げを目指すという考えのようです

ので、まず実態調査をして阿波市としての方向性を検討していただきたいと思います。 

 そして、農業従事者の優遇措置につきましては、春木副市長から、ほかの農業者との均

衡が取れないし、団員同士からも農業従事者だけを優遇するのは不公平だという声も上が

るので難しいのではと。公平公正をモットーとする地方自治体ですので、そうした答弁に

なると想定はしておりましたけども、ただ副市長、この私の要望、質問を農業振興を訴え

る私の思いつきであったり、成り手を増やすための愚案だと決めつけないでほしいと思い

ます。多面的機能を持つ農業、国土の保全では洪水や土砂崩れを防ぐ働きがあるというの

はご存じだと思います。農業従事者である消防団員は、おのずと防災・減災力の向上に役

立っているわけですから、そういった観点に立っていただいたら答弁も変わる気がしま

す。農業が基幹産業の地方自治体においては、いずれこうした農業経営面での優遇措置も

私は検討されるときが来ると思っております。私の提案は少し時代的に早かったのかもし

れませんが、災害はいつ起こるか分かりません。様々な角度から団員確保の検討をお願い

いたします。 

 そして、再々問として、自主防災組織や小学校校区自主防災組織の結成率、そして防災
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士の養成についてお聞きします。 

 最近では、災害が起こるたびに復旧活動などに当たるボランティアがクローズアップさ

れております。行政が間に合わない、行政の手が届かないところをカバーする共助、市長

も公約に使われておりますが、この共助の考えを市民に強く持ってもらって、火災や水害

に対する知識、備えなども含めて、市民による地域防災力を高める日頃の活動が重要では

ないでしょうか。阿波市が誕生した平成１７年から取り組んでおります自治体単位の自主

防災組織の結成に、そしてさらに活動範囲を小学校単位とした小学校区の自主防災組織連

合会の現状と結成率アップに向けた取組についてお伺いします。 

 もう一点は、防災士の養成についてもお聞きしたいと思います。 

 東日本大震災以降、防災への意識が高まったことなどから、災害時の避難、救助などに

ついての知識と技能を持つ防災士が全国で２０万人を超えたと発表がありました。私は、

平成２５年３月、この定例会で、社会の様々な場で活動が期待できる防災士の養成をして

はどうかと質問いたしました。当時の藤井副市長からも、いい質問ですねと言われまし

た。そして、何とその６月議会で防災士資格取得費用が補正予算に計上されました。以

降、阿波市のこうした助成制度によって、その質問当時３０人ぐらいだったと思います

が、防災士の数もかなり増加していると思います。 

 この防災士という民間資格は、国籍や年齢は問いませんが、指定の講座と試験を受けな

ければならず、そのほか救急救命講習を受ける必要があります。ハードルは高いですけれ

ども、私、藤本議員も後藤議員も受けられてます。私が受けたときと違って、今は会場も

３会場に増えて、今年からはオンラインの講義も取り入れられると聞いております。です

ので、農家の人、自営業の方、お勤めの方も受験しやすいという環境になっていると思い

ますので、現行の資格取得費用助成制度をさらに拡充して、一人でも多く防災士を要請し

てほしいと考えております。阿波市の対応をお聞きします。 

○議長（松村幸治君） 吉川危機管理局長。 

○危機管理局長（吉川和宏君） 阿波清風会樫原伸議員の代表質問の２問目、地域防災力

の向上についての再々問、自主防災組織、小学校区自主防災組織連合会の結成率、防災士

の養成についてのご質問に答弁させていただきます。 

 平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災では、犠牲者の大半が倒壊した家屋や

家具の転倒を原因とする圧死や窒息死によるものでした。また、発災当初において救助を

必要とした被災者は約３万５，０００人と推定されており、そのうちの８割に当たる約２
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万７，０００人を救助したのが隣近所の地域住民による自助、共助であったと言われてい

ます。このことから、建物の耐震化、家具の転倒防止、自主防災組織の結成の重要性が認

識され、被害を最小限にとどめるためには自助、共助、公助という防災の考え方が一般的

になったところです。 

 本市では、世帯数の約８９．２％に当たる２９４の自治会で自主防災組織が結成され、

さらに林、御所、八幡、土成、市場の５つの小学校区で連合会が設立されており、積極的

な防災活動を行っていただいているところです。 

 自主防災組織に対しましては、大きく４点の支援制度があり、１点目は、新規に結成す

る組織に対し、結成準備会や普及啓発資料の作成などに必要な経費として１世帯当たり５

００円補助する自主防災組織結成事業、２点目は、自主防災組織結成時に１組織１回限り

自主防災組織が希望する消火器等をはじめとする防災資器材を組織の世帯数に応じて貸与

する貸与制度、３点目として、自主防災組織の防災訓練の運営に必要な経費として年１回

１世帯当たり３００円を補助する自主防災組織運営事業、４点目は、自主防災組織や小学

校区自主防災組織連合会に対し防災訓練の支援や防災講話、防災紙芝居などを行う防災活

動支援事業があります。こうしたことにより、自主防災組織や小学校区自主防災組織連合

会の結成を支援させていただき、自主防災組織の活性化や地域防災力の充実強化を図って

いるところです。 

 次に、防災士の育成につきましては、現在阿波市防災士会の会員数は６４名で、今年度

は５名の方が加入されております。防災士資格を取得する場合には、取得費の全額１万

１，５００円を市民の皆様を対象に補助し、防災士の育成に取り組んでいるところです。 

 今後におきましても、防災士を育成し、活動を支援するとともに、市民の皆様の防災意

識の向上に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 樫原伸君。 

○１０番（樫原 伸君） 自主防災組織や小学校区自主防災組織連合会の結成に向けて

は、４つの支援制度があって、同時の組織の活性化や地域防災力の強化も図っているとの

ことですが、そこで現時点で、自主防災組織は２９４の自治会で結成をされている。小学

校区の連合会については、林小学校など５つの校区で結成されていると答弁がありまし

た。 

 再々再問はできないんですけども、要望にさせていただきます、ちょっと耳が痛いかも
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分かりませんが。 

 阿波市の自治会は３７６あります。阿波市には小学校が１０校あります。これ簡単な引

き算なんですけども、結成に至らないのには、その自治会が高齢者ばかりであるとか、リ

ーダーにふさわしい人がいない、そういった要因はあると思いますけども、ぜひ１００％

の結成率を目指していただきたいと思います。 

 そして、防災士につきましては、今ご答弁で６４名の方が防災士会の会員になっている

ようです。先ほど言いましたけど、防災士の方が一人でも多くいれば、地域防災力の向上

にもつながりますし、安全・安心な阿波市の創造につながると思います。市長は、高齢化

社会を見据えて、認知症サポーターを増やせと号令をかけました。そして今、市長、認知

症サポーター、３，８４８人登録されております。再々再問はできませんけど、ぜひ市長

の号令に期待をして、最後の質問に移ります。 

 ３問目は、阿波市の農業振興についてであります。 

 正念場を迎えた水田農業の所得増大への取組についてお聞きします。 

 お米の需給安定に向けた正念場となる２１年産米の準備が、阿南市など早場米地帯でも

う既に始まっております。我が国の米政策の生産調整、これ昭和４５年から減反が本格的

に開始され、そして昭和５３年からはお米作り、稲作から自給率が低い作物への転換を推

進して、転作政策に切り替えられました。そして、平成に入って平成１６年以降は、様々

なメリット措置により生産調整に参加しやすい生産者の選択による仕組みに転換されて今

日に至っております。このように、減反の時代から転作の時代へ、そして今選択制の時代

に入っております。 

 そして今、生産数量目標の配分と達成メリット措置を廃止しました。自由度を広げた結

果、１８年産から２０年産にかけて、適正生産量に対して過剰作付となりました。慌てた

農水省は、需給均衡に向けて６万７，０００ヘクタールもの転作拡大を打ち出しました。 

 こうした状況から、米価というのは需要と供給のバランスで決まりますので、大幅な米

価の下落が心配されます。お米は農業総生産額１４７億円の阿波市にありまして、１６％

のシェアを占める基幹作物です。このお米の需給均衡対策と併せて、水田農業への所得増

大に対する取組をお聞きします。 

○議長（松村幸治君） 岩佐産業経済部長。 

○産業経済部長（岩佐賢二君） 阿波清風会樫原伸議員の代表質問の３問目、阿波市の農

業振興についての１点目、水田農業の所得増大への取組について答弁させていただきま
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す。 

 国は、１９７０年以降、米の価格を維持するため、主食用米の過剰生産を抑制する生産

調整、また平成３０年以降においては主食用米の生産目安を設定し、需要に応じた米の生

産を推進するとともに、水稲作付の維持、確保に向けた取組を進めてまいりました。 

 しかしながら、近年の人口減少や米離れに加え、新型コロナウイルスの影響による外食

産業の需要低迷が追い打ちとなり、今後においてより一層の米の価格低下が懸念されてい

るところでございます。 

 そこで、ご質問の米の需給均衡対策と水田農業への所得増大に対する取組についてです

が、本市では米の需給均衡対策や農業所得の向上を実現するためには、各農家が積極的な

経営革新を実行していくことが重要であると考えております。 

 こうしたことから、米作から高収益作物等への転換を促す畑作物の直接支払交付金をは

じめ、畑作物の収入減少影響緩和交付金、また水田活用の直接支払交付金や耕畜連携助成

など、国の経営所得安定対策事業を継続的に推進しております。そのほか、平成３０年に

は、農業を取り巻く環境や社会情勢の変化を踏まえ、新たな課題等に柔軟に対応できる施

策の展開を図るため、第２次阿波市農業振興計画を策定し、地域の特性を生かした農産物

の生産や農用地の保全、また農業生産基盤の整備などを基本方針に農業所得の向上を目指

して様々な支援策を講じているところでございます。 

 今後においても、米の受給均衡対策を進めるとともに、高収益作物等の生産体制の整備

や生産性向上等の取組を支援することで、各農家の経営革新を図り、農業所得の向上につ

なげてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 樫原伸君。 

○１０番（樫原 伸君） 部長からは、阿波市では米の需給均衡、農家の所得向上の実現

には、まずは各農家の経営革新を実行することが重要であると言われました。控え目な部

長から、農家個々が経営革新の意識、これが重要であると。農家の心構え的なことを聞か

されまして、少し驚いております。部長おっしゃるとおり、確かに我が国の農政をひもと

いてみましたら、よく今言われた革新とか改革という言葉が出てきます。多分農水省の役

人てそういう言葉が好きなんでしょう。私はそういう精神論はどうでもいいんです。実効

策が聞きたくて質問しております。部長から、その後畑作物の直接支払交付金など、国の

経営所得安定対策事業と阿波市が農業振興計画の中で様々な支援策を講じているので、そ
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れを使ってやっていきたい、そういう答弁もいただきましたけども、部長、どれも共通し

て言えることは、内容がややこしくてもう申請しづらいんです。少し話がそれますけど

も、その点民主党時代に導入された戸別所得補償制度、これは戸別補償が欲しければ生産

調整をしなさいと。そしたら、全ての米農家に１０アール当たり１万５，０００円交付す

るというもんでした。当時は、ばらまきだとか、大規模農家に絞るべきだとか、いろんな

批判が出ましたけども、私は、とてもシンプルで農家にとって分かりやすくて、これ我が

国の農政の中で最も農家に喜ばれた制度だと思っております。 

 部長が今言われた国の経営所得安定対策、これ（パンフレットを示す）その概要が載っ

てるんですけども、ただ今年産の部分についてはまだ僕は頂いておりませんけど、この中

で２点ほど再問させていただきます。 

 畑作物の直接支払交付金、また米、畑作物の収入影響緩和交付金、これ名前からしてや

やこしいんですけども、その上にゲタ対策とかならし対策とか副題がついております。本

当に農家にとって分かりづらいんですけれども、いずれも認定農業者か集落営農、認定新

規就農者でないと交付対象にはなりません。規模要件を記載されていない、規模要件はあ

りませんと言ってるんですから、認定農業者に限らず、兼業農家、またこの後言いますが

家族農業、そういった農家にも適用すべきと考えますが、この点の阿波市の見解をお聞き

したいと思います。 

 それともう一点は、水田活用の直接支払交付金、略称、産地交付金でありますが、この

中で産地が定めた品目、阿波市の場合ですとレタス、大根、ブロッコリー、この作付面積

に応じて上限１０アール当たり１万２，０００円助成金の助成事業があります。これは経

営安定に結びついていると思いますが、残念なのが、その中の耕畜連携助成が昨年から廃

止されました。この事業、畜産農家にとっては、ふん尿処理に困っていたものが肥料とし

て扱われるわけです。そして、契約農家も、青刈りした稲わらを供給して、そのＷＣＳの

稲わらを餌とした家畜の堆肥を散布してもらえるんです。当然肥料代が少なくて済みます

し、生産コストも下がります。さらにもっと言えば、有機肥料を投入しての農業になるわ

けですから、資源循環型の農業が実現されます。このように、農家にとっては大変評価の

高かった耕畜連携助成――廃止されましたけど――代替助成への考えはあるんですか、お

考えを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（松村幸治君） 岩佐産業経済部長。 

○産業経済部長（岩佐賢二君） 阿波清風会樫原伸議員の代表質問の３問目、阿波市の農
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業振興についての１点目、水田農業の所得増大への取組について再問をいただいておりま

す。順次答弁をさせていただきます。 

 初めに、畑作物の直接支払交付金等の対象者は、認定農業者に限らず、多様な農家に適

用するべきと考えるが、阿波市の見解はについてお答えします。 

 国は、経営所得安定対策事業の中のメニューである畑作物の直接支払交付金などの対象

者を認定農業者などに限定しているのは、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当

部分を担う強靱な農業構造を構築することが重要との観点から、認定農業者などに限定し

ております。 

 本市としましては、国の事業であることから、国が定めた基準に沿って事業を推進して

いく必要がありますが、同時に交付対象となる認定農業者などの育成にも取り組んでもら

いたいと考えております。 

 次に、水田活用の直接支払交付金の耕畜連携助成が廃止されたが、復活もしくは代替補

助金創設の考えはについてお答えいたします。 

 耕畜連携助成は、牛の飼料であるホールクロップサイレージや稲わらなどを畜産農家に

供給し、供給された家畜から得た堆肥を農地に散布した場合、１０アール当たり１万２，

０００円が助成される制度で、本年度から廃止されております。 

 国は耕畜連携助成の廃止理由として、栽培技術の定着などにより取組はほぼ定着してい

ること、また財政支援を受けなくても営農を継続できる実態があることなどから、交付金

に依存しない強い農業づくりを行うためとしております。 

 本市としましては、国の廃止理由や本市の財政面などから判断しましても、耕畜連携助

成の復活や代替補助金の創設は難しいと考えておりますので、ご理解、ご協力いただけま

すようよろしくお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 樫原伸君。 

○１０番（樫原 伸君） 今回も前回と同じで時間がなくなってしまいました。 

 今、答弁で、国が駄目と言ってるから対象者は広げれないし、耕畜連携の代替案も難し

いとおっしゃいましたけど、部長の本音はそうじゃないと私は信じております。 

 答弁にありました認定農業者に限定している根拠、聞きづらかったんですけども、効率

的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う強靱な農業構造を構築することが重

要である。復唱しても理解に苦しみます。これは官僚の悪いところで、もう本当にいいか
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げんにしてもらいたいです。そして、耕畜連携助成の取組についても、もうこの取組は定

着したから検討しない。もう何をもってして定着したというのか教えてもらいたいんで

す。今、答弁の中にありましたけど、１９９９年に制定された食料・農業・農村基本法で

は、国及び地方公共団体は食料、農業及び農村に関する施策を講ずるとき相協力すると、

このように地方分権の精神を色濃く映し出しておりました。それがいつの間にか中央集権

体制に変わって、霞ヶ関の押しつけ策がもう目立っております。地方自治体は、その事務

処理や調査に追われてしまって忙しいだけ。この施策の見直しや創意工夫の余裕という

か、余地がないようです。 

 愚痴ばかりこぼしても仕方がありませんので、最後の質問。 

 基幹産業が農業である阿波市、この阿波市が描く次世代農業はどういうものかお聞きし

ます。私がいつも言っています農業の３大要素、土地、人、水、この３つの要素が満たさ

れて、阿波市ではお米を中心とした様々な農業が展開をされております。今、その阿波市

の農業も、平成になって変化が見られるようになってきました。それまでの増産に向けて

突き進んできたものが、量から質への転換と規模拡大の推進に変わってきたように思いま

す。それが畜産や果樹や野菜では、そういった質への転換で成功しております。土地利用

型の米においても、規模拡大が見受けられます。では、阿波市の農業の未来は明るいのか

といえば、そうは言えません。急速に進む高齢化、きついイメージがある農業、担い手不

足も依然課題となっております。この課題をしっかりと検証して、５年先、１０年先の阿

波市農業のビジョンを描くべきと考えます。市民も、農業立市阿波市が描く次世代農業に

期待を寄せていると思いますので、現時点でのビジョンを教えてください。 

○議長（松村幸治君） 岩佐産業経済部長。 

○産業経済部長（岩佐賢二君） 阿波清風会樫原伸議員の代表質問の３問目、阿波市の農

業振興についての再々問、基幹産業が農業の阿波市が描く次世代農業はどのようなものか

について答弁させていただきます。 

 国は、これまでの農業改革を引き続き推進するとともに、令和２年３月に食料・農業・

農村基本計画を見直し、経営規模や中山間地域といった条件にかかわらず、担い手の育成

や農地の集積、集約化を進め、農業経営の底上げにつながる対策を講じ、幅広く生産基盤

の強化を図っていくとしております。しかしながら、農業従事者の高齢化が急速に進行

し、それに伴う後継者不足や農地面積の減少という事態に直面しております。また、今後

においても農業者の大幅な減少が見込まれる中で、近年の大規模災害、野生鳥獣害、家畜
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伝染病等の被害が我が国の食料や農業の現場に深刻な影響を及ぼすとともに、新型コロナ

ウイルス感染症などにより、農業を取り巻く環境が一層厳しさを増しております。 

 このような中、本市の次世代農業が持続、発展を続けるためには、農業法人などの地域

の中心となる担い手の育成だけでなく、本市の農業生産の大きな部分を担う兼業農家をは

じめ、新規就農者、定年帰農者、また都市部からの移住就農者など、小規模農家の効率的

かつ安定的な農業経営の確立が大変重要であると認識しております。 

 このようなことから、本市では経営規模の大小にかかわらず、農業経営の持続、発展を

高めるため、これまでの施策を引き続き推進するとともに、次世代型園芸施設やスマート

農業の普及、また首都圏などの新たな市場開拓など、農業立市阿波市として新たな取組に

も挑戦してまいりたいと考えております。 

 本市としましては、豊かな自然環境の下、県下一の農業地域としての誇りを持ち、刻々

と変化する農業環境や多様なニーズに柔軟に対応しながら、阿波市農業が魅力とやりがい

のある職業として次世代の若者などに選択されるよう、効果的な農業振興策を講じてまい

りたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 樫原伸君。 

○１０番（樫原 伸君） 延長は駄目ですよね。 

○議長（松村幸治君） はい。 

○１０番（樫原 伸君） 今、部長の答えられた阿波市の次世代農業、この次の世代の担

い手の若者が選択してもらえるようなビジョンであることを期待して、全ての質問を終わ

らせていただきます。 

○議長（松村幸治君） これで阿波清風会樫原伸君の代表質問が終了いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

            午後３時３０分 休憩 

            午後３時４５分 再開 

○議長（松村幸治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１２番吉田稔君の一般質問を許可いたします。 

 １２番吉田稔君。 

 

○１２番（吉田 稔君） それでは、議長の許可をいただきましたので、本日５人目、最
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後でございます。いましばらくお付き合いをお願いしたいと思います。 

 私のほうからは、農業振興についてということで質問を出しております。 

 私ども農家にとって、農協の部会などで九州の視察、山陰、山陽、それから北陸などに

よく視察に行くんでございますが、ほとんど圃場整備ができております。圃場整備をして

ないところを探すのが、バスの窓からではございますが、なかなか難しいという状況がご

ざいます。 

 徳島県は圃場整備率、全国でもう本当に最下位のグループに入っております。いっとき

県土地改良区などが一生懸命進めた経緯はあるのではございますが、途中でやまったよう

な状況でございます。そして、現在全国では圃場整備率はびりから数えたほうが早いとい

うような状況でございます。 

 今日質問された方の中に、後継者の育成はどうなっているのかという問いがございまし

た。就農給付金制度というのができまして、年間１０人前後が阿波市でも就農されており

ます。私の近隣でも三、四軒おられます。多業種から農業に入ってきたもんですから、農

地の確保が難しい。もともと農地を持ってない方もおりまして、農地の貸手から世話して

ほしいということをよく頼まれます。耕作放棄地も年々増えている状況でございますの

で、話をしに行けばすぐ貸しますよという方が確かに多い状況でございます。それでうま

いこと借手に世話するんでございますが、３年ぐらいたつとこの土地では野菜ができんな

ということが分かってきまして、５筆お世話できても３筆ぐらいで、あと２筆はお返しし

たいというような話を私も賜ります。地主側にその話をしますと、まとめて借ってもらわ

ないと、残されたらなお借手がないということで、マッチングがうまいこといかない状況

でございます。しかしながら、借手が少ないので借手優位というような状況があります。

地主が５筆持ってて、湿田に近い土地が２筆あっても、もう借手側が選んで――うちの田

舎ではふけの田と言いますが――それはご辞退申し上げますということで、野菜ができる

ような乾田化できるような土地だけ借っていっております。残った湿田、半湿田というの

は、やがてヤナギの木が生えたり、クワの木が生えたりということで、三、四年放置して

ると、もうユンボで抜かないとどうにもならないというような状況になっております。 

 ということで、これからの認定農家なり後継者を育成するということは、やはり野菜が

できるような圃場整備をしなければ借りた農家も発展しないし、貸手も借りてくれなくて

困るというような状況が今の現状でございます。 

 徳島県は全国で圃場整備率が非常に低いほうでございます。阿波市も徳島県の平均並み
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にいっております。県も力を入れておるんでございますが、こういったことは農家の一番

近い本市のほうも力を入れないと、県だけでは農家と距離があります。 

 ということで、圃場整備が何とか安くできないかなという話も出ておったんでございま

すが、今までしてきた圃場整備率、農家負担というのが１２．５％、１反圃場整備をする

のに約２００万円から、段差があるような農地だったら３００万円要るというような感じ

で聞いております。その中の１２．５％が農家負担ということで、今までどうも尻込みし

ていたところがございます。 

 そうした中で、昨年ちらっと聞いたんでございますが、圃場整備するのに農家負担はな

くて、全て国、県、市の公費でやれる農地整備事業ができたという話を聞きました。ま

た、近隣の農家にこの話をしても、知らない方がほとんどでございます。ちょっとＰＲが

県とか市のほうで不足してるんじゃないかなと思います。この際、こういった議会を通じ

て、農家負担がなく、公費でやれる圃場整備の内容について担当部長にお聞きしたいと思

います。 

○議長（松村幸治君） 岩佐産業経済部長。 

○産業経済部長（岩佐賢二君） 吉田議員の一般質問の１問目、農業振興について、農業

の担い手育成や農業生産を効果的に行うために圃場整備は欠かせないが、全て公費で賄え

る農地整備事業があるようであるが、どのような内容かについて答弁させていただきま

す。 

 議員のご質問のとおり、圃場整備は農業の担い手育成や農業生産を効果的に行うために

は不可欠であり、農業立市を掲げる本市として持続可能な次世代の担い手を見据えた基盤

整備となることから、大変重要な事業であると認識しております。現行の圃場整備事業の

事業実施には、国、県が事業費の７７．５％、市が１０％の負担、農業者に１２．５％の

費用負担を求めるものになっております。 

 今回ご質問いただいた全て公費で賄える農地整備事業については、徳島県が実施する農

地中間管理機構関連農地整備事業のことであり、この事業は農地中間管理機構に貸し付け

られた農地について、担い手への農地の集積、集約化を推進することに併せ、生産性の向

上を図るために行われ、これまで農業者に求められていた事業費の１２．５％を全額国が

負担する新たな機構関連事業でございます。 

 この事業の主な採択要件といたしましては、事業対象農地の全てについて農地中間管理

権が設定され、農地中間管理機構の借入期間が１５年以上であること、事業実施範囲が１
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０ヘクタール以上であり、事業実施範囲内の１団の農地が１ヘクタール以上であることな

どがございます。 

 また、事業の主なメリットとしましては、農業者の費用負担がないことのほか、従来の

事業より面積要件が緩和されたこと、農地中間管理機構に農地を１５年間貸し付けた場合

は５年間固定資産税が２分の１に軽減されることなどが挙げられます。 

 本年度からは、２地区において土地改良区や徳島県など関係団体で構成された協議会を

立ち上げ、事業化に向けて協議を進めているところでございますが、事業実施に当たって

は、徳島県、徳島県農地中間管理機構と連携を図りながら、厳しい財政状況ではあります

が、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 吉田稔君。 

○１２番（吉田 稔君） 今、部長からるる説明をいただきました。 

 国からしたら国土保全、それから中核農家の育成というのが大きな目的で、全額農家負

担なしでということで打ち出したんだろうと思います。市の負担は１０％でございます。

市としても、この事業を進めるには負担が少なくていい圃場整備ができるんでないかなと

思います。ただ、農家が５０軒おっても、こういった事業があるのを１軒知ってるか知ら

ないかというような事業でございます。非常にもったいない。県のほうは事あるごとに力

を入れているようでございますが、ほとんどの農家は知らないような状況でございます。

もっと宣伝が必要でないかなというところでございます。 

 そこで、再問でございますが、農家や土地改良区、農業委員会にもっと周知や啓発、そ

して農家の機運が上がってくれば農家の意向調査などをしてもよいのではないかなと思っ

ております。農家の意向調査については、将来農地を貸し付けたいですかとか、あるいは

後継者がいますかというようなアンケートはちょくちょく回ってきます。その中に、農家

負担がなくても圃場整備できますよというような項目を入れていただければ、今までのア

ンケートに付随していい調査ができるのではないかなと思っております。 

 今後の方針について副市長にお聞きしたいです。 

○議長（松村幸治君） 町田副市長。 

○副市長（町田寿人君） 吉田議員の一般質問の１問目の再問でございます農業振興につ

いての農家や土地改良区、農業委員会に周知、啓発、アンケート調査等をしてはどうかに

ついて答弁させていただきます。 
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 農地中間管理機構関連農地整備事業につきましては、先ほど部長のほうより答弁いたし

ましたとおり、徳島県が事業主体となる県営事業でございます。これまでも、土地改良事

業を行う際には、地元土地改良区のご理解、ご協力が不可欠でありますので、事業実施の

際にはその都度、説明をさせていただき、実施したところでございます。 

 今後は、農業立市である本市にとりまして大変重要な事業であると認識しており、今ま

で以上に徳島県や徳島県農地中間管理機構と連携を密にし、事業の重要性や仕組みについ

て農業者の皆様に広報を、特にＡＣＮ、ケーブルネットワークにおきましては、現在どう

やったら農家の方、市民の方に制度が分かりやすいかということで、映像も取り入れなが

らそういった検討もしております。それを分かりやすい広報に努めて周知を図っていきた

いというように考えております。また、事業の内容について詳しく知りたいなどの市民か

らのご要望がある場合には、早急に対応してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 吉田稔君。 

○１２番（吉田 稔君） ありがとうございます。 

 阿波市の広報をはじめ、ＡＣＮで映像も使ってみたいと、前向きな答弁をいただきまし

た。県から春木副市長がおいでる間に、２つでも３つでもモデルとなるような箇所をつく

っていただきたいと期待しております。どうかよろしくお願いいたします。 

 これから後継者が増えてもリタイアの心配があります。やはり基盤整備というのは必要

でございます。特に米作だけでは労働賃金が出ない状況でございます。何とか野菜ができ

るような、用水と排水が分離された圃場、それも２反とか３反区画のような圃場整備がぜ

ひとも必要じゃないかなと思います。今後の後継者育成のためにもひとつ基盤整備に力を

入れていただきたいと思います。 

 圃場整備についての質問を終わります。 

 ２番目に、教育についてでございます。 

 今日も何人かの方が質問してございました。少しダブるかも分かりませんが、私のほう

からもお聞きしたいと思います。 

 本年度、コロナの影響で小・中学校が休学になりました。２か月に余ってということ

で、子どもたちの教育の遅れがどうなのかという質問も今回出ておりました。義務教育は

もう今復活して登校しておりますが、この間もテレビでやっておりましたが、大学はまだ

オンライン授業がメインだということで、大学に出てない、友達の顔も分からない、授業
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に行かないから友達ができないというようなことを聞いておりました。やはり実際に先生

方と顔を合わす、同級生と顔を合わせて勉強や部活動をするということがいかに大事かと

いうことを物語っております。まさかのときは、オンライン授業というのが教育の保障に

大事なことだと思いますが、今年度小・中学生にタブレット端末を全員に配付できるとい

うことで、今鋭意努力してるというお話を聞きました。 

 令和３年度、どのような構想でタブレットパソコンを利活用されて子どもの教育に取り

組んでいかれるのか教育長にお聞きいたします。 

○議長（松村幸治君） 髙田教育長。 

○教育長（髙田 稔君） 吉田議員の一般質問の２問目、教育についての１点目、ＧＩＧ

Ａスクール構想の準備や利活用はどのようになっているのかについて答弁させていただき

ます。 

 学校が臨時休業の緊急時においても、全ての子どもたちの学びを保障するため、ＩＣＴ

を活用した環境を早急に実現する必要性から、ＧＩＧＡスクール構想を前倒しし、本年度

全ての児童・生徒に対し１人１台のタブレットの整備を進めております。 

 本市においては、タブレットの整備については、県が実施するタブレットの共同調達に

参加し、現在タブレットへの学習支援ソフトの導入や設定作業を行い、早期の１人１台の

端末の整備を進めているところでございます。 

 来年度からは、児童・生徒に１人１台のタブレットが配付されますが、ＩＣＴを活用し

た学習活動を行うためには、ＩＣＴ支援員による教員へのサポートが必須であると考えて

おり、各学校での支援体制の構築に取り組んでおります。また、子どもたちが率先してタ

ブレットに触れ、タブレットを使い学習するには、教員のＩＣＴに関する指導力が重要と

なることから、教員への研修を実施しているところでございます。 

 今後、万が一新型コロナウイルス感染症の影響により再び学校が長期の臨時休業になる

ことも想定し、そのような場合には今回整備するＩＣＴ機器によりオンライン学習が速や

かに実施できるような準備も行っているところです。 

 このタブレット導入を契機として、子どもたちがコンピューターなどのテクノロジーを

活用することで、可能性を伸ばす学校教育を今後も進めてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 吉田稔君。 

○１２番（吉田 稔君） タブレットを使った教育というのは、やはり先生方の能力がど
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の辺まで伸びているかによると思います。先ほど教育長が話しておられましたが、教職員

の研修をしっかりやっていきたいということで、期待をしておきます。 

 再問でございますが、全国の小・中学生にタブレットを配付するという文科省の方針

で、今配付中でございますが、小・中学校は義務教育でございます。オンライン学習をす

るに当たっても月額の使用料がかかります。本来なら義務教育でございますので、文科省

のほうから全額使用料を払ってもらってもいいんだろうと思いますが、授業のみならず、

ほかのことでインターネットを家庭では使ったりもしますので、せめて半額ぐらいは国の

ほうで小・中学生がいるご家庭には本当は支援していただきたいと思いますが、ここで言

ったところで仕方ないことでございます。 

 本市では、月額使用料の負担、場合によったら軽減される家庭もあるのかどうか、その

辺についてお話を聞きたいと思います。 

○議長（松村幸治君） 阿部教育部長。 

○教育部長（阿部仁子さん） 吉田議員の一般質問の２問目、教育についての再問、家庭

での月額使用料の負担軽減はされるのかについて答弁させていただきます。 

 ＧＩＧＡスクール構想により整備した児童・生徒１人１台のタブレットにつきまして

は、現在のところ主に学校での学習に活用することとしております。万が一新型コロナウ

イルス感染症の影響により学校における長期の臨時休業があった場合には、今回整備した

ＩＣＴ機器を家庭でのオンライン学習にも活用したいと考えております。 

 タブレットを家庭で利用するにはインターネットに接続できる環境が必要となります。

教育委員会で実施した保護者に対するアンケート調査では、約８５％のご家庭にインター

ネットに接続できる環境があるとの回答がありました。しかし、経済的理由などでインタ

ーネットに接続できる環境が整っていないご家庭もあることから、本年度国の補助金等を

活用し、貸出用のモバイルルーターを整備したところです。 

 議員ご質問の家庭での月額使用料の負担軽減はされるのかにつきましては、本年度は通

信費を含めモバイルルーターを貸し出すこととしておりますが、来年度以降は要保護世帯

を除く世帯につきましては、家庭でのご負担とさせていただきたいと考えております。今

後も、学校教育においてＩＣＴを活用し、全ての子どもたちの学びを保障できるよう準備

を進めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 吉田稔君。 
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○１２番（吉田 稔君） ありがとうございます。 

 義務教育でございますので、誰一人取り残すということはしてはならないことでござい

ます。要保護世帯については、月額使用料の負担は何とかなるということでございますの

で、その辺は安心して利用していただきたいと思います。 

 先ほど教育長から答弁がございましたが、タブレット端末の機器でございますが、主に

学校のほうで補助教材のような形で活用したいということでございました。まさかのコロ

ナで休学になればオンライン学習も想定して準備はしていきたいというところでございま

す。場合によったら、夏休みに何日かオンライン授業を試してみるということも、将来に

対して、あるいはアフターコロナの対応としてやってもいいんじゃないかなと私は思って

おります。そういった夏休みにオンライン授業を何日かでもやってみる、宿題をその中で

子どもたちにやらせてみるというのも一つの訓練になるんじゃないかなと思いますので、

その辺はまたひとつ含んで考えていただきたいと思います。 

 これにて教育についての質問を終わらせていただきます。 

 ３番目に、コロナ禍における暮らしの保障についてということでございます。 

 ここのところテレビでよく流れておりますが、コロナで事業主が苦しくなった場合、臨

時職員、派遣社員からどうしても先に切られてしまいます。まだ休業補償をいただける人

はいいのでございますが、臨時職員、派遣職員、これはいただけなくて困っているところ

がテレビでよく出ております。自殺率も去年は非常に高くなったということも聞いており

ます。もう最終のセーフティーネットというか、融資してもらえるところがあればという

のは、困ったときに誰もが考えるところでございます。 

 そこで、本市が窓口になっておる生活保護の制度、それから社会福祉協議会が融資をし

ていると、これ去年初めてテレビを見て知ったんでございますが、社会福祉協議会が小口

の融資とか、もう一丁融資が別にあるそうでございますが、無利子、無担保、無保証で社

会福祉協議会が貸し出しているということはございました。ケーブルネットでも案内があ

ったようでございますが、どういった利用状況で皆さんが活用されているのか、その辺の

実態をお聞きいたします。 

○議長（松村幸治君） 妹尾健康福祉部長。 

○健康福祉部長（妹尾浩子さん） 吉田議員の一般質問の３問目、コロナ禍における市民

の命と暮らしを守るため、生活保護制度や社会福祉協議会の融資制度は活用されているの

かのご質問にご答弁をさせていただきます。 
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 令和元年度と令和２年度における本市の生活保護申請件数は、令和元年度１２月末現在

は４８件、令和２年度１２月末現在は４４件となっており、新型コロナウイルス感染症の

影響を理由とした申請はございませんでした。 

 次に、社会福祉協議会の融資制度についてでございますが、徳島県社会福祉協議会に生

活福祉資金貸付制度がございます。この制度は、低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯

などに対し資金貸付けと相談、支援を行うことにより、世帯の経済的自立や在宅福祉、社

会参加の促進を図ることを目的としたもので、相談及び申請受付窓口は阿波市社会福祉協

議会となっております。 

 本市における新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした生活福祉資金貸付制度の利

用状況でございますが、令和元年度相談件数は１４件あり、うち貸付件数は３件でござい

ました。令和２年度１２月末現在では相談件数は４９８件あり、うち貸付件数は２１４件

でございました。本市においても、新型コロナウイルス感染症の影響が発生していること

から、市民の皆様からの相談については、関係機関と連携し、プライバシーにも十分配慮

しながら、丁寧に制度の説明を行い、個別の問題解決を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 吉田稔君。 

○１２番（吉田 稔君） 社会福祉協議会が融資している資金については、相談件数が昨

年の１２月末現在４９８件、そのうち貸付けできた件数が２１４件ということで、かなり

の方が利用されております。ケーブルテレビで案内したのが功を奏したのではないかなと

思います。まだ知らない方もたくさんおいでると思います。広報などでひとつしっかり宣

伝してあげていただきたいと思います。まさか自殺者が出るようなことがないように、セ

ーフティーネットでございます、しっかり周知をしていただけたらと思います。よろしく

お願いします。 

 以上でコロナ禍における暮らしの保障についての質問を終わります。 

 ４番目、生ごみ処理についてでございます。 

 今年度、それから昨年度から始まった家庭にコンポストを配布する事業、非常に好評な

ようでございます。予算規模に対して応募者があまりにも多かったので、抽せんになりま

した。昨年度配布数が２００個、今年度が２５０個、それでもまだ希望者が多く、対応で

きておりません。私の近所の方も、２年にわたって応募したんでございますが、２回とも
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落選したということで、もう自分でホームセンターで買おうかという話をしておりまし

た。 

 生ごみというのは、広域組合で処理すると、ＬＰガスで燃やすのでかなり負担がかかり

ます。ご家庭で生ごみを処分していただくと、家庭菜園もおいしい野菜ができるし、花も

きれいな花、光沢のある花ができます。広域組合の１トン当たり５万円かかるというの

が、かなり総額で低くなるということにもつながります。実態はどのような配布状況であ

ったか、担当部長にお聞きします。 

○議長（松村幸治君） 矢田市民部長。 

○市民部長（矢田正和君） 吉田稔議員の一般質問の４問目、生ごみ処理についての１点

目、家庭で生ごみを処理するコンポスト配布事業の状況について答弁をさせていただきま

す。 

 阿波市では、ごみの減量化やリサイクルの促進を目的といたしまして、令和元年度より

生ごみ処理容器、いわゆるコンポストの無料配布事業を抽せん方式で実施させていただい

ております。 

 事業の実績といたしましては、令和元年度に申請者数が５５０名で、配布個数が２００

個です。令和２年度は、申請者数が２９２名で、配布個数が２５０個となっております。

この配布した４５０個のコンポストの効果といたしましては、市の独自の計算ではござい

ますが、年間に約２００トン程度の生ごみの減量化が図られているものと考えておりま

す。そして、生ごみの減量化によりまして、中央広域環境施設組合へ支出している負担金

の減額にもつながるものでございます。環境面、財政面においても効果的な事業となって

ございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 吉田稔議員。 

○１２番（吉田 稔君） 今、担当部長から説明がございました。ここ２か年で４５０個

のコンポストを配布しているということでございます。有効活用されておれば、１世帯４

人計算だそうでございますが、年間約２００トン程度の生ごみの減量になる。２００トン

といえば、トン５万円の焼却費から考えれば１，０００万円の費用減になるということで

す。４５０個――５，０００円ぐらいの代物だろうと思いますが――２００万円余りのコ

ンポストを配布することによって１，０００万円の阿波市の費用負担が減るというよう

な、非常にめでたい話でございますし、何よりも循環型社会の構築に市民も参加している
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ということにつながります。 

 化学肥料で作った野菜、ホウレンソウもコマツナもそうですが、葉が薄べったいんでご

ざいます。こういう堆肥を利用すると、野菜の葉に厚みが出て、トマトの味もコクが出る

ということで、家庭菜園に利用するにはうってつけの代物でございます。市の配布を待た

ず、個人でホームセンターで買っている方もかなりおられます。やっぱり上手に利用され

ている方は、２個用意しまして、１個が満タンになると発酵して堆肥化するまでの期間、

２週間かそこら置いとって、別のコンポストに新しい家庭のごみを入れるということで、

２つのコンポストをうまく利用しております。市が配布するので、１軒に１つというのは

無理もないところでございます。その効果を知った方は、もう一個ホームセンターで買っ

て利用してるようでございます。家庭ごみの家庭での処分に大きなきっかけをつくった事

業じゃないかなと思っております。 

 今後は、できればもう漏れなく希望者に配布できるようにならないかなと。補正予算、

年に４回組んでおりますので、過不足なく年度の前半に市民が応募しておれば後半で補正

予算を組んで希望者全員に配ることもできます。それはもう市長の胸先三寸だと思います

が、市長最後の仕事として、職員に何かいい指示ができればしていただきたいと思いま

す。 

○１２番（吉田 稔君） 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 吉田議員より生ごみ処理について再問をいただいておりますの

で、答弁させていただきます。 

 令和３年度のコンポスト無料配布事業につきましては、令和２年度の申請における実績

と不足数を考慮した骨格的予算として編成をさせていただいたところでございます。 

 吉田議員のご質問につきましては、市民の皆様の要望に沿った形でコンポスト無料配布

事業を継続的に行えるよう、厳しい財政状況でございますけども、できる限りの対応を検

討するよう担当部局に指示をしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 今後におきましても、ごみの減量化をはじめとする循環型社会の構築を一層進めるため

の生ごみ減量化などの環境事業の推進を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（松村幸治君） 吉田稔君。 

○１２番（吉田 稔君） ありがとうございます。 

 地方公共団体ってやっぱりサービス業でございます。会社もスーパーも一緒でございま

すが、顧客のニーズに応えるというのが一番の課題でもありますし、使命でもあります。
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どうか市民の要望をできる限り、いい要望はひとつかなえてあげれるように、市長も職員

も頑張っていただきたいと思います。 

 以上をもちまして私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（松村幸治君） これで１２番吉田稔君の一般質問が終了いたしました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告いたします。 

 次回は、２６日午前１０時から一般質問であります。 

 なお、２６日９時から議会運営委員会が開催されます。よろしくお願いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

            午後４時２２分 散会 
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